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は じ め に 

 

 
 

町では、平成 15 年 7 月に制定された次世代育成支援対策推進法に基づき、平成 16

年度に策定した「松田町次世代育成支援行動計画 前期計画」の見直しを行い、平成

22 年度から 26 年度までの５か年にわたる、町の子育て支援に関する方針を定めた「松

田町次世代育成支援行動計画 後期計画」を策定いたしました。 

前期計画の中で重点施策として定めた「ファミリー・サポート・センター事業」は平

成 18 年にスタートし、会員数は 200 人に達するところまでになりました。同事業と、

平成 14 年にスタートしました「子育て支援センター事業」は互いに連携した運営によ

り、子育て中の保護者に対する育児補助や相談、不安解消などに努めています。また、

町内で唯一の保育園である「私立立花愛児園」には、施設整備や延長保育等を行う支援

を毎年重ねており、明日を担う子どもたちのために今後も支援を続けていきたいと考え

ています。このほかにも財政的に厳しい中、寄小学校での小規模学童保育室の実施、小

児医療費助成の対象年齢拡大、学童保育の時間延長、児童虐待防止のための児童相談員

の配置、妊婦健康診査の補助回数を増やすなど様々な施策を実施してまいりました。今

後も重点施策として継続して臨んでいきたいと考えています。 

後期計画策定にあたりましては、平成 20 年度に小学３年生までの全保護者を対象に

事前アンケート調査を行い、役場庁内関係各課からも前期計画の実施状況及び後期計画

策定への方向性を聞き取り調査しました。これらを基に「松田町次世代育成支援対策地

域協議会」において、後期計画を策定していただきました。次代を担う子どもたちの健

やかな生育のため、この計画に沿ってより一層の子育て環境の充実に努めてまいります。 

おわりに、本計画の策定にあたりご尽力をいただきました次世代育成支援対策地域協

議会の皆様をはじめ、アンケート調査にご協力をいただきました多くの皆様に、心から

御礼申し上げます。 

 

平成 22 年 3 月 

松田町長        
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第１章 計画策定にあたって 
 

 １ 計画策定の趣旨 

 
（１）計画策定の目的 

国では、平成 15 年 7 月に「次世代育成支援対策推進法」を定め、続いて児童福祉法が

改正され、今後 10 年間における集中的な取り組みが全国一斉に進められることとなり、

本町においても、平成 17 年 3 月に、「松田町次世代育成支援行動計画（前期計画）」（以

下「前期計画」という。）を策定しました。その後、国は現状のままでは一層少子高齢化が

進行するものとし、平成 19 年 12 月に、「子どもと家庭を応援する日本」重点戦略を示し、

就労と結婚・出産・子育ての二者択一構造を解決するためには、「働き方の見直しによる仕

事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」と、その社会基盤となる「包括的

な次世代育成支援の枠組みの構築」（「親の就労と子どもの育成の両立」と「家庭における

子育て」を支援する仕組み）を「車の両輪」として、同時並行的に取り組んでいくことが

必要不可欠であるとしました。 

さらに、平成 20 年 2 月には、「新待機児童ゼロ作戦」を展開し、現在働いていない幼

い子どものいる母親の就労希望を実現するための抜本的なサービス基盤の拡充に向けた取

り組みを示しました。 

本町においても前期計画の策定以降、少子高齢化など子どもを取り巻く社会環境は変化

し続けている中、国の定める特定 14 事業のうち、新規事業として目標を掲げた「ファミ

リー・サポートセンター事業」は平成 18 年に実現しました。また、特定 14 事業以外の

新規事業として「幼稚園の安全管理の推進」として警備員の配置、また児童虐待防止のた

めの「要保護児童対策地域協議会の設置」を行ってきました。 

これら社会情勢の変化に対応し、時代に即した子育て支援に関する施策を総合的かつ計

画的に推進していくため、目標年度の中間年度に、これまで取り組んできた前期計画の見

直しを行い、「松田町次世代育成支援行動計画（後期計画）」（以下「後期計画」という。）

として、新たに策定するものです。 
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（２）計画の性格と位置づけ 

・本計画は、次世代育成支援対策推進法に定める法定計画（推進法第８条第１項）としての

要件をふまえたものとして策定しています。 

・本計画は、「松田町総合計画 21」でめざす将来像や基本目標を「児童福祉」、「少子化対策」

の観点から具現化していく計画として位置づけられるものであり、総合計画を上位計画と

して、関連する個別計画との整合を図りながら策定しています。今後も、「松田町総合計画

21」に続き平成 23 年度からスタートする（仮称）「松田町第５次総合計画」との整合性

を図っていきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）計画の期間 

本計画は、平成 17 年からの 10 か年の集中的、計画的な取り組みを促進するために制

定された「次世代育成支援対策推進法」に準拠するものであり、計画期間を平成 17 年度

から 21 年度までの５か年を「前期計画」、平成 22 年度から 26 年度までを「後期計画」

とします。 

 
H17 H18 H19  H20 H21 H22 H23 H24  H25  H26 

          
前期計画      

    後期計画 
    

見直し 
     

 

（仮称）松田町第５次総合計画 

松
田
町
次
世
代
育
成

支
援
行
動
計
画 

（
後
期
計
画
） 

整合 

 
次
世
代
育
成
支
援 

対
策
推
進
法 松田町障害者福祉計画 

松田町地域福祉計画 
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（４）策定の方法 

① 策定体制 
関係団体、有識者からなる「松田町次世代育成支援対策地域協議会」を設置し、計画の

内容を審議しました。 

 
 

 後期計画の策定体制  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

松田町次世代育成支援行動計画（平成22年度～平成26年度） 

次世代育成後期行動計画

策定に係るニーズ調査 

就学前児童の保護者 

就学児童の保護者 

 
事務局

 
 

関
係
各
課 

松田町次世代育成支援対策地域協議会 
 

医師会、民生委員児童委員協議会、保健福祉事務所、 

社会福祉協議会、児童福祉に関する活動を行っている方等 

協力
・

連携
意見 

行 政 

団 体 
ボランティア団体 
保育園 
県関係機関 
医師会 
教育機関 
子育て支援センター 
 

意見 
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② 調査の実施 

本計画を策定するにあたり、平成 21 年１～２月にアンケートを実施し、町民の子育て

に関する実態や要望・意見などを把握しました。 

 
表 次世代アンケートの実施概要 

種 類 調査対象（回答者） 配布数 
有効 

回収数 

有効 

回収率 

①就学前 
町内の 0～5 歳の就学前児童の

保護者全員 
484 317 65.5% 

②就学児童 
町内の小学校に通学している

小学 1～３年生の保護者全員 
282 264 93.6% 

 
③ 前期計画（平成１７年度～平成２１年度）の評価・検証 

前期行動計画（平成１７年度～平成２１年度）の評価・検証を行うとともに、ニーズ調

査や統計データ等により、本町の少子化の現状や課題を明らかにします。 

・松田町の少子化の現状 

前期行動計画策定時と現時点における、出生数や合計特殊出生率などの統計データ

を比較し、本町の少子化の動向を分析します。 

・子育て支援の課題整理 

少子化の動向や取組状況等から、本町における子育て支援の課題や今後取り組むべ

き方向性を明らかにします。 
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 ２ 基本理念 

 
理念及び目標については、前期計画策定時に 10 年間を見据えて設定していることから、

後期計画においても、前期計画で掲げた基本理念である「松田町総合計画 21」の将来像

でもある 

 
 

緑緑緑ととと清清清流流流ののの生生生ききき生生生ききき・・・まままつつつだだだ   
ががが育育育むむむ   

「「「さささわわわやややかかか   笑笑笑顔顔顔ののの   子子子どどどもももたたたちちち」」」   
 
 

を掲げます。 

 

■ 基本方向１ 健やかに 育ち 育てる  環境づくり 

 

■ 基本方向２ 豊潤に  暮らし 支える 生活づくり 

 

■ 基本方向３ 細やかに 守り 防ぐ   安全・安心づくり 

 

 

平成２２年度には、平成２３年度から平成３0 年度までの 8 年間にわたる新しいまちづ

くりの指針となる「（仮称）松田町第５次総合計画」が策定されます。この新たな総合計画

策定に当たっては、子育て環境の充実に向け、本計画書との整合性を図りながら作業を進

めます。 
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第２章 子どもたちを取り巻く状況 
 １ 松田町の現況 

 

（１）町の概況 

松田町は、神奈川県の北西部、足柄上郡のほぼ中央に位置し、東は秦野市、西を山北町、

南は開成町、大井町に接しています。東京から約 70Km の距離にあり、小田急線、御殿

場線の２本の鉄道、東名高速道路、国道 246 号等が交差する交通の結節点となっていま

す。 

町の中心は、北緯35度20分54秒、東経139度08分21秒で、町域は、東西4.77Km、

南北 12.12Km です。面積は 37.75ｋ㎡で、約 94%が山間地で占められています。 

北部は、丹沢大山国定公園の一部である西丹沢山系 1,200ｍ前後の山々が連なり、北か

ら東に中津川が流れています。南部はなだらかな傾斜地となっており、平地には西から南

に酒匂川、東から南に川音川が流れ、市街地が形成されています。 

また、現在の松田町は、昭和 30 年に旧松田町と寄村が合併して誕生しました。現在で

も、酒匂川と川音川による扇状地状の沖積平野に位置する「松田地区」と背後に丹沢大山

国定公園を抱えた「寄地区」の大きく２つの特徴ある地区に分けられます。 

気候は概ね温暖で、年間の平均気温は約 15℃ほどで、夏は降雨量が多く、冬は丹沢山

塊から季節風が吹き下ろし、乾燥した日が続きます。 
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（２）人口と世帯の状況 

① 総人口と児童人口の状況 
本町の人口は、平成 21 年４月１日現在、12,226 人となっています。平成 17 年から

の人口は減少しています。 

児童人口においても、減少していますが、平成 21 年で、0～2 歳、12～14 歳では前

年に比べ増えています。しかし、その他の年齢は減少傾向にあります。 

 
 

【総人口】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【児童人口】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳 

 
平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

301

270

249

217

221

334

300

319

289

245

645

654

637

644

606

343

336

324

316

350

453

418

403

342

324

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

0～2歳 3～5歳 6～11歳 12～14歳 15～17歳

（人）

12,865 12,682 12,592 12,322 12,226

5,000

10,000

15,000

平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年

（人）
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② 年齢３区分人口の推移 

本町の人口構成の推移において、各年齢構成別にみると、年少人口の減少と老齢人口の

増加が続いており、人口構成の高齢化が進んでいます。 

 
 

【年齢３区分人口実績】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【年齢３区分人口構成比】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：住民基本台帳 

 
平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

12.6

12.3

12.1

11.9

11.6

66.4

66.0

65.4

64.5

63.8

21.0

21.7

22.5

23.6

24.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0～14歳 15～64歳 65歳以上

 
平成17年

平成18年

平成19年

平成20年

平成21年

1,623

1,560

1,529

1,466

1,422
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③ 出生数等の推移 
本町の出生数は、平成 19 年で 77 人となっています。出生率は、平成 19 年で 6.4％

となっており、国の 8.6％と神奈川県の 9.0％と比べ低くなっています。 

合計特殊出生率は、平成 19 年で 1.15％となっており、国の 1.34％と神奈川県の

1.22％と比べ低くなっています。 

 
【出生数及び出生率】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【合計特殊出生率】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：県衛生統計年報 
※出生率 

  一定人口に対する、その年の出生数の割合をいい、通常、人口 1,000 人あたりにおける出生数。 

 

※合計特殊出生率 

女性が出産可能な年齢を 15 歳から 49 歳までと規定し、それぞれの出生率を出して合計すること

で、人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産む子供の数の平均を求めたもの。 
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④ 世帯類型等の推移 

本町の総世帯数は平成 17 年で 4,505 世帯となっており、年々増加しています。平均世

帯人員は 2.86 人と年々減少していることから、核家族化が進んでいることが伺えます。 

また、18 歳未満のいる世帯数は平成 17 年で 1,142 世帯と年々減少しており、昭和

60 年と比べ、700 世帯と大きく減少しています。 

 
 

【総世帯数及び平均世帯人員】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【18 歳未満のいる世帯数】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 
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（３）就業の状況 

本町の就業人口総数は平成 7 年までは増加傾向にありましたが、長引く景気の低迷や高

齢社会の到来などにより、平成 12 年以降は減少傾向にあります。 

産業３区分別でみると、第１次産業が平成２年から減少を続けており、第２次産業は平

成 7 年に比べ大きく減少し、就業人口が減少するなかで割合としては第３次産業が増え続

けています。 

 
 

【産業別就業人口の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 
 
 
 
 
日本標準産業分類 

※第１次産業 農業、林業、漁業 

※第２次産業 鉱業、建設業、製造業 

※第３次産業 電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、

保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス

業、生活関連サービス業、娯楽業、教育・学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サ

ービス業（他に分類されないもの）、公務 
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（４）女性の就業状況 

女性の就業状況は、25～34 歳の就業者の割合が平成 17 年では高くなっており、子育

て世代の母親の就業者が増えていることが伺えます。 

 
 

【女性の就業者割合の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 
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（５）児童数の状況 

小学６年生以下（０～11 歳）の児童の合計数は、平成２１年４月１日現在 1,050 人で

す。また、就学前児童数は 436 人、小学生児童数は 614 人となっています。平成 17 年

から平成 21 年までの小学生以下児童数の合計の推移をみると、減少傾向となっており、

平成 17 年と平成 21 年の合計人数を比較すると、174 人（14.2％）と大幅な減少とな

っています。 

 

小学生以下の児童数の推移 （単位：人／各年４月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

 就学前児童数 570 568 506 466 436

０歳児 74 88 68 76 78

１歳児 86 76 81 68 73

２歳児 110 85 68 77 62

３歳児 97 109 80 60 81

４歳児 114 100 109 80 60

 

５歳児 89 110 100 105 82

 小学生児童数 654 637 644 606 614

６歳児 118 90 107 100 104

７歳児 102 120 90 104 98

８歳児 91 102 122 88 105

９歳児 124 92 104 122 85

10歳児 108 126 92 100 122

 

11歳児 111 107 129 92 100

小学生以下児童数の合計 1,224 1,205 1,150 1,072 1,050

                                           資料：税務住民課 
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 ２ 保育・教育の取り組み 

 

（１）保育の取り組み 

①保育の状況 
保育の事業概要 
本町内での保育事業は、公立保育園がないため私立立花愛児園に委託していますが、少

子化や就労状況により町内の子どもだけではなく、町外の子どもも受け入れています。 

同保育園では、「考えてやれる子、丈夫な子、やさしい子」を基本方針に、年齢に応じた

しつけや家庭へのアドバイス、自然にふれながらの体力養成をはじめ、０歳児からの音楽

リズム教育、４～５歳児は月約３回の外国人講師による英語教育も実施しています。 

 

私立立花愛児園の概況                     （平成 21 年４月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教職員数 定員

松田町松田惣領 

965 番地 
昭和 25 年 160.9ｍ2

鉄筋コンクリート

２階建 

（583.9ｍ2） 

施設長１、保育士１１、 

栄養士２、事務員１ 
60 名

資料：健康福祉課 

 
年齢別未就学児童数、就園児童数・就園割合の推移     （単位：人、％／各年４月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

未就学児童総数 570 568 506 466 436 

０歳児 74 88 68 76 78 

１歳児 86 76 81 68 73 

２歳児 110 85 68 77 62 

３歳児 97 109 80 60 81 

４歳児 114 100 109 80 60 

 

５歳児 89 110 100 105 82 

就園児童総数 88 90 88 85 74 

０歳児 3 4 3 5 4 

１歳児 14 12 15 11 8 

２歳児 19 17 12 17 13 

３歳児 16 18 18 11 17 

４歳児 17 20 20 22 12 

 

５歳児 19 19 20 19 20 
※就園率（全体） 15.4 15.8 17.4 18.2 17.0 

０歳児 4.1 4.5 4.4 6.6 5.1 

１歳児 16.3 15.8 18.5 16.2 11.0 

２歳児 17.3 20.0 17.6 22.1 21.0 

３歳児 16.5 16.5 22.5 18.3 21.0 

４歳児 14.9 20.0 18.3 27.5 20.0 

 

５歳児 21.3 17.3 20.0 18.1 24.4 

※就園率は町内居住の年齢別児童数に占める入所児童数の割合 資料：健康福祉課 
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保育園の入園状況                       （平成 21 年４月１日現在） 
園児総数(人) 

区 分 
 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 

公立 委託 11 ― 2 2 3 ― 4 

立花愛児園 43 2 4 10 9 7 11 
私立 

委託 20 2 2 1 5 5 5 

計 74 4 8 13 17 12 20
資料：健康福祉課 

 
    保育料の状況 

本町では、国の定める保育料徴収基準額に基づき、町独自の保育料を定めています。 

保育料を決めるための階層区分の認定は、入所児童と同一世帯に属して生計を一にして

いる父母等の課税額合計で決定します。 

なお、本町では、同一の世帯から２人以上の児童が同時に入所している場合、１人目は

保育料全額ですが、２人目は 1/2 に、３人目以降は無料になります。 

 
    入所対象児及び入所児童の状況 

保育園に入園できるのは、保護者や家族が仕事や長期の病気等で保育できないと認めら

れる就学前の児童です。入所の決定は、家庭の状況などを聴取または調査して、保育が困

難と認められた場合に、その程度の高い順に保育園の入園定員に応じて決定しています。

本町では、平成 21 年４月１日現在、就学前児童 436 人のうち、74 人（17.0%）が保

育園に入園しています。 
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②保育の実施状況 
保育時間 
保育時間について、原則的には、平日が午前７時から午後６時までとなっていますが、

保護者からの申し込みを受け、原則的な保育時間を超えて児童を保育する延長保育時間を

設けています。延長保育時間を含めた保育園の開園時間については下表のとおりです。 

 

保育園の保育時間等 

施 設 名 開 園 時 間 延長保育料金 対象児 

私立立花愛児園 7：00～19：00 300円/15分 
生後８週～ 

小学校未就学児 
資料：健康福祉課 

 
特別保育事業 
３歳未満児からの保育を行う乳児保育、通常の保育時間を超えて児童を保育する延長保

育、また、心身に障害のある児童の健やかな発達のために集団保育が可能な３歳以上の幼

児を対象とした障害児保育などの特別保育事業を行っています。 

 
特別保育事業の実施状況 

施 設 名 実 施 状 況 

私立立花愛児園 ・乳児保育  ・延長保育  ・障害児保育  
資料：健康福祉課 
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（２）教育の取り組み 

①幼稚園の状況 
本町では、平成 21 年度現在、町立幼稚園を３園開設しており、相互の連携を密にし、

心豊かにいきいきと生活できるこどもの育成のため、より良い教育環境の創造に努めてい

ます。 

前期計画での学級数は、第一幼稚園が４学級、第二幼稚園が５学級の合わせて９学級だ

ったものが、少子化により６学級と大きく減少しています。 

松田町立第一幼稚園の概況 （平成 21 年４月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教職員数 定員 学級数

 

松田町神山 404 

 

昭和 50 年 3,332ｍ2 929ｍ2 6 人 150 人 3 学級

  資料：教育課  

 

松田町立第ニ幼稚園の概況 （平成 21 年４月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教職員数 定員 学級数

 

松田町松田庶子 162 

 

昭和 51 年 1,650ｍ2 668ｍ2 5 人 150 人 3 学級

資料：教育課  
 

松田町立寄幼稚園の概況 （平成 21 年４月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教職員数 定員 学級数

 

松田町寄 2505 

 

昭和 59 年 1,759ｍ2 430ｍ2 3 人 90 人 3 学級

資料：教育課  
 

町立幼稚園の入園児童数の推移 （単位：人／各年５月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

３歳児 23 29 18 19 20 

４歳児 35 32 43 23 24 第一 
５歳児 24 35 31 42 26 

入園児童総数 82 96 92 84 70 

３歳児 17 26 17 9 29 

４歳児 38 25 30 15 15 第二 
５歳児 30 37 23 30 16 

入園児童総数 85 88 70 54 60 

３歳児 9 5 7 5 5 

４歳児 9 14 7 8 5 寄 
５歳児 7 9 15 6 8 

入園児童総数 25 28 29 19 18 
                              資料：教育課   
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幼稚園の入園状況 （平成 21 年４月１日現在） 

対象児 
施 設 名 開 園 時 間 

年少 年中 年長

預かり 

保 育 

バ ス

送 迎

第一 月～金 8：50～14：00 ○ ○ ○ × ○ 

第二 月～金 8：50～14：00 ○ ○ ○ × ○ 

寄 月～金 8：50～14：00 ○ ○ ○ × ○ 

                資料：教育課 

年齢別就学前児童数、就園児童数・就園割合の推移 （単位：人／各年４月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

就学前児童総数 203 210 209 185 142 

４歳児 114 100 109 80 60  
５歳児 89 110 100 105 82 

就園児童総数 143 152 149 124 94 

４歳児 82 71 80 46 44  
５歳児 61 81 69 78 50 

※就園率（全体） 70.4％ 72.4％ 71.3％ 67.0％ 66.2％

４歳児 71.9％ 71.0％ 73.4％ 57.5％ 73.3％ 
５歳児 68.5％ 73.6％ 69.0％ 74.3％ 61.0％

※ 就園率は町内居住の年齢別児童数に占める入所児童数の割合 
                   資料：教育課 
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②小学校の状況 

本町では、平成 21 年度現在、町立小学校を２校設置しており、豊かな人間性や社会性、

自ら学び考える力を持つ人づくりを目指し、教育環境の整備をするとともに、学習指導要

領に示されている内容を確実に定着させるため、発達段階に応じた教育の充実に努めてい

ます。 

特に、情報教育、環境教育、国際理解教育等に力を入れ、時代の流れに対応できる人材

の育成を行うとともに家庭や地域と連携しながら特色ある学校づくりを進めています。 

 
松田町立松田小学校の概況                   （平成 21 年５月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教員数 学級数 

 

松田町松田庶子 204 

 

明治６年 10,761ｍ2 （7,815ｍ2） 27 人 
19 学級 

（特別支援学級 3 学級含む）

                                         資料：教育課 

松田町立寄小学校の概況                    （平成 21 年５月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教員数 学級数 

 

松田町寄 2540 

 

明治６年 5,185ｍ2 （2,240ｍ2） 12 人 
8 学級 

（特別支援学級 2 学級含む）

    資料：教育課 

各学校ごと学年別児童数の推移            （単位：人／平成 21 年５月１日現在） 

区 分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計 

児童総数 107 98 105 86 118 100 614 

松田小学校 98 78 96 77 106 81 536  
寄小学校 9 20 9 9 12 19 78 

 資料：教育課 

各学年ごと小学校児童数の推移               （単位：人／各年５月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

１年生 117 91 102 98 107 

２年生 100 118 91 103 98 

３年生 89 101 118 86 105 

４年生 125 90 103 119 86 

５年生 109 125 90 100 118 

６年生 109 109 129 90 100 

総 数 649 634 633 596 614 
資料：教育課 

各学年ごと小学校児童数の推移               （単位：人／各年５月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

児童総数 649 634 633 596 614 

松田小学校 518 519 521 502 536  
寄小学校 131 115 112 94 78 

資料：教育課 
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③学童保育の状況 

本町では、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校１年生から４年生までの児童

を放課後及び長期休暇に預かり、その健全育成を図るため、平成 21 年４月１日現在、学

童保育（「松田」「寄」の２施設）を実施し、47 人の児童が利用しています。利用児童数

は増加傾向にあります。 

 

学童保育の利用状況 （単位：人／平成 21 年４月１日現在） 

施 設 名 小学１年生 小学２年生 小学３年生 小学４年生 計 

松田 13 11 8 8 40 

寄 2 5 0 0 7 

合 計 15 16 8 8 47 
資料：健康福祉課 

学童保育利用児童数の推移 （単位：人／各年４月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

クラブ数 2 2 1 2 2 

小学校１年生 11 14 9 19 15 

小学校２年生 18 11 16 8 16 

小学校３年生 8 7 10 7 8 

小学校４年生 7 2 7 9 8 

児童数計 44 34 40 43 47 
資料：健康福祉課 
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④中学校の状況 

本町では、平成 21 年度現在、町立中学校を２校設置しており、豊かな人間性や社会性、

自ら学び考える力を持つ人づくりを目指し、教育環境の整備をするとともに、学習指導要

領に示されている内容を確実に定着させるため、発達段階に応じた教育の充実に努めてい

ます。 

特に、情報教育、環境教育、国際理解教育等に力を入れ、時代の流れに対応できる人材

の育成を行うとともに家庭や地域と連携しながら特色ある学校づくりを進めています。 

 

松田町立松田中学校の概況 （平成 21 年５月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教員数 学級数 

 

松田町松田惣領 1400 

 

昭和 22 年 16,776ｍ2 （8,309ｍ2） 25 人 
11 学級 

（特別支援学級 2 学級含む）

資料：教育課 

松田町立寄中学校の概況 （平成 21 年５月１日現在） 

所 在 地 開設年度 敷地面積 建物 教員数 学級数 

 

松田町寄 2549 

 

昭和 22 年 7,880ｍ2 （4,028ｍ2） 13 人 
４学級 

（特別支援学級 1 学級含む）

資料：教育課 

各学年ごと中学校生徒数の推移 （単位：人／各年５月１日現在） 

区 分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 

中学生生徒数 310 306 301 341 313

１年生 90 107 105 125 82

２年生 107 90 108 107 124 
３年生 113 109 88 109 107

資料：教育課 
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 ３ 子育てに関する住民意識 

 
本計画の策定に向けて、住民の子育てに関する生活実態や意見・要望などを把握するた

め、平成２１年３月にアンケート調査を実施しました。 

 
（１）アンケート調査の概要 

①調査の目的 
本調査は、松田町次世代育成支援行動計画後期計画を策定するために、住民の子育て支

援に関する実態や要望・意見を把握するために実施しました。 

 
②調査の方法及び回収状況 

 配布・回収方法 配布数 回収数 回収率 

就学前児童（0～5 歳） 484票 317票 65.5% 

就学児童（1～3 年） 282票 264票 93.6% 

合計 

保育園、幼稚園、

小学校を通じて

配布回収 

メール便による

配付と郵便によ

る回収 
766票 581票 75.8% 

 
 
（２）アンケート調査結果の概要 

①子どもの世話をしている方 
ふだん子どもの世話をしている方は、就学前児童、就学児童ともに「主に母親」が 90％

以上と高く、「主に父親」は就学前児童で 0.6％、就学児童で 1.9％となっています。 

 
【家庭での子育ての分担の状況】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

主に父親

主に母親

主に祖父母

その他

無回答

0.6（2件）

1.6（5件）

0.6（2件）

0.9（3件）
0.4（1件）

0.4（1件）

3.4（9件）

1.9（5件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：317件）

就学児童
（有効回答数：264件）

96.2（305件）

93.9 （248件）
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②子育てに対する支え（育児を手伝ってくれるなど）があるかについて 
子育てに対する支えについては、就学前児童、就学児童ともに「緊急時もしくは用事の

際には祖父母等の親族に預かってもらえる」が約６割となっています。 

しかし、「いずれもない」が就学前児童で 8.2％、就学児童で 7.6％となっており、子育

てを手伝ってくれるなどの周囲の支援がいない方がいることが伺えます。 

 
【子育てに対する支えの状況】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③母親の就労状況について 
母親の就労状況については、「常勤（フルタイム）（育児・介護就業は除く）」が就学前児

童で 13.4％、就学児童で 14.6％となっています。また、就学児童で「自営業・家事従事・

自由業・内職・在宅就労」が就学前児童に比べ高くなっています。 

「以前は就労していたが、現在は就労していない」が就学前児童で 4.8％、就学児童で

9.2％となっています。 

 
【母親の就労状況】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

常勤（フルタイム）（育休・介護休
業は除く）

常勤（フルタイム）だが現在育休・
介護休業中

パートタイム、アルバイト等

自営業・家事従事・自由業・内職・
在宅就労

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまでに就労したことがない

無回答

0.8（2件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：314件）

就学児童
（有効回答数：260件）

13.4（42件）

15.3（48件）

46.5（146件）

14.6（38件）

32.3（84件）

28.5 （74件）

5.1（16件）

4.8（15件）
9.2（24件）

8.0（25件）
8.1（21件）

7.0（22件）
6.5（17件）

 ％

日常的に祖父母等の親族に預
かってもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖父
母等の親族に預かってもらえる

日常的に子どもを預けられる友
人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子ど
もを預けられる友人・知人がいる

いずれもない

無回答

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：317件）

就学児童
（有効回答数：264件）

37.2（118件）

32.6（86件）

62.8（199件）
58.0（153件）

15.1（48件）
23.5（62件）

2.5（8件）
5.7（15件）

7.6（20件）

6.8（18件）

8.2（26件）

6.0（19件）
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④母親が就労しない理由について 
母親が現在就労していない理由については、就学前児童、就学児童ともに「働きながら

子育てできる適当な仕事がない」が４割以上となっています。 

「放課後児童クラブなどのサービスが利用できれば就労したい」が就学前児童、就学児

童ともに１割以下となっており、サービスの提供不足により就労できない母親は少ないこ

とが伺えます。 

 
【母親が就労しない理由】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑤母親の今後の就労希望について 

母親の今後の就労希望については、就学前児童では「（1 年より先）子どもが大きくなっ

たら働きたい」が約６割、就学児童では「すぐに（1 年以内に）働きたい」が約３割とな

っており、今後就労を希望している母親が多いことが伺えます。 

 
【母親の今後の就労希望】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

すぐに（1年以内に）働きたい

（1年より先）子どもが大きくなった
ら働きたい

子育てに専念したいので今現在、
就労希望はない

もともと就労希望はない

無回答
1.8（3件）

4.1（7件）
5.3（5件）

2.1（2件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：171件）

就学児童
（有効回答数：95件）

15.8（27件）

58.5（100件）

19.9（34件）

29.5（28件）

40.0（38件）

23.2（22件）

 ％

放課後児童クラブなどのサービス
が利用できれば就労したい

働きながら子育てできる適当な仕
事がない

自分の知識、能力にあう仕事が
ない

家族の考え方（親族の理解が得
られない）等就労する環境が整っ
ていない

その他

無回答
4.7（6件）

0.8（1件）

3.1（4件）

7.6（5件）

1.5（1件）

9.1（6件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：127件）

就学児童
（有効回答数：66件）

41.7（53件）

16.5（21件）

33.1（42件）

42.4（28件）

24.2（16件）

15.2（10件）
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⑥育児休業の取得について 

育児休業の取得については、「利用しなかった」が７割以上となっており、「母親が利用

した」が 17.4％となっています。父親の育児休業の取得はありませんでした。 

 
【育児休業の取得について】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

母親が利用した

父親が利用した

両方が利用した

利用しなかった

無回答

0.0

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：317件）

17.4（55件）

73.8（234件）

8.8（28件）
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⑦子育てを行っていて困ること、困ったことについて 

子育てを行っていて困ること、困ったことについて、「安心して子どもを遊ばせられる場

所がないこと」が 50.2％、「暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の

被害にあわないか心配なこと」が 39.7％、「子どもが安全に通れる道路がないこと」が

39.4％となっています。 

交通面や犯罪面の安全性の確保が求められていることが伺えるとともに、子どもの遊び

場が求められています。 

 
【子育てを行っていて困ること、困ったことについて（複数回答）】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

子どもが安全に通れる道路
がないこと

交通機関や建物、道路について
構造や放置自転車が多いことな
ど、ベビーカーでの移動に不自
由なこと

安心して子どもを遊ばせられ
る場所がないこと

いざというときに子どもを預
かってくれる人がいないこと

子育ての経験者や先輩ママ
と知り合えないこと

親自身が友達を作れる場や
機会がないこと

周囲の人が子ども連れを温
かい目で見てくれないこと

公共施設や公共機関に子ど
も連れに対しての理解があま
り無いこと

暗い通りや見通しのきかない
ところが多く、子どもが犯罪の
被害にあわないか心配なこと

その他

特にない

無回答
就学前児童

（有効回答数：317件）

0 20 40 60 80 100

39.4（125件）

13.6（43件）

50.2（159件）

13.2（42件）

4.1（13件）

10.1（32件）

3.5（11件）

13.9（44件）

39.7（126件）

11.0（35件）

7.6（24件）

1.9（6件）
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⑧子育てを楽しく、安心して行うために必要なサービスについて 
子育てを楽しく、安心して行うために必要なサービスについて、就学前児童、就学児童

ともに「子どもを遊ばせる場や機会の提供」が高くなっています。また、「親の不安や悩み

の相談」、「子育てに関する総合的な情報提供」、「子育て中の親同士の仲間作り」が求めら

れています。 

就学前児童では「親のリフレッシュの場や機会の提供」が就学児童に比べ高くなってい

ます。 

 
【子育てを楽しく、安心して行うために必要なサービスについて（複数回答）】 

 
 ％

親の不安や悩みの相談

子育てに関する総合的な情
報提供

子育て中の親同士の仲間作
り

子育てについての講座

子どもの発達や幼児教育の
プログラムの提供

子どもを遊ばせる場や機会
の提供

親のリフレッシュの場や機会
の提供

父親の育児参加に関する意
識啓発

子どもの病気や障害につい
ての相談

特にない

その他

無回答

0 20 40 60 80 100

就学前児童
（有効回答数：317件）

就学児童
（有効回答数：264件）

28.0（74件）
30.9（98件）

25.2（80件）

32.8（104件）

3.8（12件）

7.9（25件）

54.3（172件）

44.8（142件）

14.5（46件）

16.4（52件）

4.4（14件）

2.8（9件）

6.3（20件）

24.6（65件）

29.9（79件）

3.4（9件）

10.2（27件）

51.9（137件）

24.2（64件）

10.2（27件）

17.8（47件）

10.6（28件）

3.4（9件）

3.0（8件）
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 ４ 次世代育成支援をめぐる課題 

 
（１）ワーク・ライフ・バランスを支える子育て支援の充実 

アンケート調査結果では、現在母親が就労していない理由として、働きながら子育てが

できる適当な仕事がないと答えた方が約４割となっており、子育て中の親が安心して働く

ことができるように、企業における子育て支援の取り組みを推進するとともに、保育園や

学童保育、ファミリー・サポート・センターなど、地域と連携した子育て支援のさらなる

充実を図る必要があります。 

また、働く女性が多くなっている中で、男女ともに仕事と家庭の両立をめざしたワーク・

ライフ・バランスに向けた意識啓発が必要です。 

 
（２）働く保護者の子育て支援 

アンケート調査では、パートタイム就労を含めると、就学前児童で約４割、就学児童で

約６割の保護者が就労をしています。さらに、今後就労を希望している母親も多くなって

います。 

そのため、保護者に子育ての基本的な責任があることを踏まえつつも、子育て中の保護

者が安心して働くことのできる子育て支援を一層充実していく必要があります。子育て支

援の充実に関しては、行政による子育て支援サービスの充実はもとより、企業では子育て

支援に関する制度の充実を図るなど、様々な主体による支援が必要です。 

 
（３）地域における子どもの健全育成 

子どもが安心して外で遊んだり、上級生や下級生との交流をしたりすることは、子ども

が社会性を育む上で重要なことです。 

アンケート調査では、子育てで困っていることとして、安心して子どもを遊ばせられる

場所がないという意見が最も高くなっています。子どもたちの交流を促進し、支援してい

くための地域ぐるみでの取り組みを推進していく必要があります。 

 
（４）子育てに関する不安や負担感の軽減 

子育てを楽しく、安心して行うために求めるサービスとして、親の不安や悩みが相談で

きることがあげられています。 

このようなことから、子育て支援センター、児童相談員、民生委員児童委員、教育委員

会、保育園など相談体制の強化とともに、保護者間での情報交換やネットワークづくり、

地域の中で気軽に相談できる体制の充実に努めます。 

また、子育ての負担感から児童虐待につながるケースも多く、育児疲れを解消するよう

な支援をさらに強化します。 
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第３章 基本目標 
 

 １ 基本目標 

 
子育て環境づくりの推進にあたっての基本目標は前期計画に引き続くものとし、これに

沿って各施策を充実させていきます。 

 

■ 基本目標Ⅰ 地域における子育ての支援 

子育て支援サービス、保育サービスの充実、子育て支援ネットワークの構築推進、子ど

もの居場所づくりや様々な交流プラン・交流スペースづくり等地域の子育て支援全般に努

めます。 

■ 基本目標Ⅱ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

乳幼児期健診や妊産婦に対する相談支援の充実、児童虐待の早期発見、子どもへの食育

や性の知識の普及、思春期対策、小児医療の充実に努めます。 

■ 基本目標Ⅲ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

子どもが成長していく上での意識啓発や職業意識の醸成、学校での教育環境や地域社会

における家庭への教育支援や教育施設の整備に加え、子どもを取り巻く有害環境への対策

に努めます。 

■ 基本目標Ⅳ 子育てを支援する生活環境の整備 

子育てを進める上で、良好な居住環境の整備推進、安全で安心できる道路や公園などの

公共施設等の整備推進に努めます。 

■ 基本目標Ⅴ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

男女の多様な働き方の実現、これまでの偏った働き方の見直し等をはじめ、仕事と子育

ての両立が可能になる生活の推進に努めます。 

■ 基本目標Ⅵ 子どもの安全の確保 

子どもを、交通事故、犯罪等の被害から守ることに努めます。 

■ 基本目標Ⅶ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

児童虐待防止対策の構築、ひとり親家庭等の自立促進、障害児施策の充実などの対応に努めます。 
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（１）施策の体系 

 

 

 
基本理念 基本方向 基本目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

緑
と
清
流
の
生
き
生
き
・
ま
つ
だ
が
育
む 

「
さ
わ
や
か

笑
顔
の

子
ど
も
た
ち
」

 
 

 

Ⅰ 健やかに  

育ち 育てる  

環境づくり 

Ⅱ 豊潤に  

暮らし支える  

生活づくり 

Ⅲ 細やかに  

守り防ぐ    

安全・安心づくり

１ 地域における子育ての支援 

２ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の

確保及び増進 

３ 子どもの心身の健やかな成長に資す

る教育環境の整備 

４ 子育てを支援する生活環境の整備 

５ 職業生活と家庭生活との両立の推進

６ 子どもの安全の確保 

７ 要保護児童への対応などきめ細かな

取り組みの推進 
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施   策 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①地域における子育て支援サービスの充実  ②保育サービスの充実 
③子育て支援のネットワークづくり     ④児童の健全育成 
⑤経済的な支援の仕組みづくり 

①子どもや母親の健康の確保        ②食育の推進 
③思春期保健対策の充実          ④小児医療の充実  

①子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備  ②家庭や地域の教育力の向上 
③子どもを取り巻く有害環境対策の推進        ④子どもの権利づくりの推進  

①豊かなまちづくりの推進等 

①多様な働き方の実現及び働き方の見直し等 ②仕事と子育ての両立の推進 

①子どもの交通事故や犯罪等の被害から守るための活動の推進 
②子どもの保護の推進 

①児童虐待防止対策の充実         ②ひとり親家庭の自立支援の推進 
③障害児施策の充実  
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第４章 行動計画 
 

 １ 地域における子育ての支援 

 
（１）地域における子育て支援サービスの充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

近年、地域における子育て家庭の孤立化や、母親の子育てについての知識や子育て経験

者からのアドバイス機会が不足し、子育てに対する負担感の増大、特に子育てをしている

専業主婦などの育児不安が指摘されており、共働き家庭のみならず、すべての子育て家庭

を対象とする支援の充実が求められています。 

これらに対応するため、平成１４年に子育て支援センターを開設し、町内外から多くの

利用者を受け入れています。また平成１８年にはファミリー・サポート・センター事業を

開始、学童保育事業の時間延長などを実施し、地域における子育て支援サービスの充実に

努めてきました。 

しかし、アンケート調査結果では、ファミリー・サポート・センターの利用状況をみる

と、就学前児童で 4.7％、就学児童で 1.9％となっており、利用者が限定されている傾向

にあり、啓発に努める必要があります。 

今後も、地域における子育て支援サービスを充実させていくために、行政のみならず、

子育てサークルなどの住民の自主的な組織、シニア世代や子育て経験者の育成支援、民間

事業者なども含めた様々な子育て支援を展開していきます。 

 
 
 

【ファミリー・サポート・センターの利用状況】 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ％

利用している

利用していない

無回答
2.8（9件）

1.9（5件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童（有効回答数：317件）

就学児童（有効回答数：264件）

92.4（293件）

93.6 （247件）

4.7（15件）

4.5（12件）
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［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①次代を担う子どもたちが、地域の中で、健やかに生まれ育つことができるよう、総合

的な子育て支援サービスの充実に努めます。 

 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

病後児保育事業 

（派遣型） 

病気の回復期にあり、安静を要し、

保育園等に行けない場合に、保育士・

看護師等を児童の自宅に派遣し、一時

的に預かるサービスです。実施につい

てはニーズの把握や事業の検討に努め

ます。 

健康福祉課 未実施 今後検討 

ファミリー・サポ

ート・センター事

業 

子育てに支援を必要とする保護者と

その支援を提供できる人との接点をも

たらす互助的事業です。地域の保育機

能を補完する役割からも、さらに関係

機関と連携しながら事業を推進しま

す。 

健康福祉課

依頼会員： 

115 人 

支援会員： 

57 人 

両方会員： 

 28 人 

計：200 人 

活動 340 件 

継続 

放課後児童健全 

育成事業 

（学童保育） 

本町では、現在２か所の学童保育室

を設置しており、年度当初には利用希

望が定員を上回る状態です。今後は、

関係機関と調整を図りながら施設の拡

充を検討するとともに、児童の保育環

境の整備充実にも努めます。 

健康福祉課

1～4年生 

利用数：47 人 

(うち寄 7

人) 

拡充 

子育て短期支援事

業 

（ シ ョ ー ト ス テ

イ） 

保護者が仕事などで一時的に養育が

困難となったときに、概ね１週間以内

の短期間において児童福祉施設等で児

童を養護・保護する事業です。実施に

ついてはニーズの把握や事業の検討に

努めます。 

健康福祉課 未実施 今後検討 

子育て短期支援事

業 

（トワイライトス

テイ） 

保護者が仕事などで夜間に保育でき

ない場合に午後５時から午後 10 時を

目安として児童福祉施設等で児童を預

かり、生活指導や食事の提供等を行う

事業です。実施についてはニーズの把

握や事業の検討に努めます。 

健康福祉課 未実施 今後検討 

一時保育事業 

私立保育園で自主事業として実施し

てきましたが、ニーズ量の減少により

平成 21 年度にて一度終了します。今後

はニーズ量の把握と再開について検討

していきます。 

健康福祉課
21 年度にて

中断 
今後検討 
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事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

つどいの広場事業

 

主に0～3歳までの子育て中の親の交

流を図り、子育ての不安の軽減、仲間

づくりを支援するものです。本町では、

子育て支援センターと連携をとりなが

ら、事業の推進について今後検討して

いきます。 

健康福祉課 未実施 今後検討 

子育て支援センタ

ー事業 

 

子育て支援センターは、子育てに関

する悩みなどを気軽に相談できる場と

して、また、地域における総合的な子

育てを行う拠点として平成 14 年 10 月

に開設しました。主な活動として、下

記のような子育てサービスの提供を実

施しており、今後とも事業の充実に努

めます。 

○主な活動 

 育児不安等についての相談指導及び

援助事業・育児情報の収集及び提供・

子育て支援関係機関、組織等への協力

及び支援・子育て広場（フリースペー

ス）の開設・親子が一緒に食事ができ

るランチルームの開設 

健康福祉課

利用者数 

町内： 

1,016 組 

2,370 人 

町外： 

231 組 

531 人 

継続 

民生委員児童委員

相談事業 

本町では、35 名の民生委員児童委員

が、担当地域において援助を必要とす

る人に対して、福祉サービスを適切に

利用できるよう、住民の立場にたって

相談に応じたり、必要な情報の提供を

行っています。また、児童福祉に関す

る事項を専門的に担当する主任児童委

員が関係機関や民生委員児童委員と連

絡・調整のうえ、相談援助事業にあた

っています。平成 21 年度の主任児童委

員は 2 名です。今後とも相談事業の充

実に努めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 
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（２）保育サービスの充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

近年は女性の就労率の上昇や育児休業制度の普及などにより、子育て家庭においても共

働きが増えています。また、土曜日、日曜日の勤務、パートタイム労働等、勤務形態も多

様化しており、現在就労していない母親でも潜在的な就労意向を持つ人が多くなっていま

す。子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の意向を踏まえたサービスの提供体制

を整備することが求められています。 

本町では、私立立花愛児園において、通常保育のほか延長保育や乳児保育等を行い、保

育サービスの充実を図ってきました。 

アンケート調査結果からも、フルタイム共働き家庭やフルタイム・パートタイム共働き

家庭において、保育サービスを利用している割合が高くなっています。 

子育て中の親の就労時間が多様化し、今後も保育時間の延長等の要望が高まると考えら

れることから、私立立花愛児園と協議を重ね、有機的に連携しながらさらなる保育サービ

スの充実を図っていくことが必要です。 

 

 
 
 

【家庭類型別保育サービスの利用状況】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N =

全  体 317

ひとり親家庭 18

フルタイム共働き家庭 42

フルタイム・パートタイ
ム共働き家庭

34

専業主婦（夫）家庭 171

その他家庭 52

34.4

27.8

59.5

52.9

24.0

38.5

63.7

66.7

40.5

47.1

75.4

53.8

5.6

7.7

1.9

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している 利用していない 無回答
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［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①少子化に備えた効率的な保育園運営を図るとともに、子どもの幸せを第一義に考え、

利用者の生活実態や多様化するニーズを踏まえ、私立立花愛児園と有機的に連携して

一層の保育サービスの充実に努めます。 

②休日保育事業及び特定保育事業については、ニーズ量を把握しながら対応を検討して

いきます。  
［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 

 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

通常保育事業 

継続少子化に伴い、将来の需要の減

量が見込まれています。現在の入所児

童数 74 人に対し、目標年度の二一ズ量

は 64 人が推測されますが、目標年度に

おける就学前児童数の減少が推測され

ることと、幼稚園児の入園児童数を考

慮し、現状を維持することは難しいと

思われます。 

健康福祉課   60 人 継続 

延長保育事業 

現在、私立立花愛児園では午後 7 時

まで 19 人の延長保育を行っています。

目標年度の二一ズ量は延長 3 時間まで

で 38 人の二一ズ量がありますが、後延

長のみを優先して、30 分まで 17 人・1

時間まで 12 人の合計 29 人を目標量と

します。 

健康福祉課
１日平均 

3～4人 
継続 

障害児保育事業 

現在、本町では、保育園の集団生活

に馴染む、心身の発達に不安のある児

童を保育する障害児保育を実施してい

ます。今後とも、障害児の受け入れに

努めるとともに、障害児保育に関する

様々な情報を提供します。 

健康福祉課   0 人 継続 

休日保育事業 

子育て中の両親の中には、サービス

業等で、日曜日に就労している人がい

ますが、本町では、休日保育の実施は

ありません。今後はニーズ量を把握し

ながら検討していきます。 

健康福祉課 未実施 今後検討 

特定保育事業 

保護者の就労状態により「週 2、3日

の利用」または「午前ないし午後だけ

の利用」が可能な保育事業です。本町

では１日当たりの需要は１人と少な

く、今後はニーズ量を把握しながら検

討していきます。 

健康福祉課 未実施 今後検討 

乳児保育の促進 

 出産後、乳児保育を開設している保

育園があれば安心して働くことができ

るという保護者の二一ズに応え、私立

立花愛児園では産休明けからの乳児の

保育を実施しており、今後とも連携し

ながら乳児保育の促進に努めます。 

健康福祉課   7 人 継続 
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（３）子育て支援のネットワークづくり 

 

［ 現状と課題 ］ 

現代社会において、これまで地域で担われてきた子育て支援機能が脆弱になってきてい

るため、家庭における育児の負担感が強くなっています。このため、家庭における子育て

を、地域、企業、行政等社会全体の課題として捉え、地域連携による子育て支援を進める

ことが必要です。 

本町では、子育て支援のネットワーク化や母子保健事業推進連絡協議会によって、地域

連携による子育て支援体制の確立に努めてきました。 

民生委員児童委員や主任児童委員、民間事業者、地域活動団体とともに、官民の枠を超

えた地域における子育て支援のネットワークの構築が必要です。 

 
 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①地域における子育て支援サービス等のネットワークの形成を促進するなど、地域連携

による子育て支援体制の確立に努めます。 

 
 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

母子保健事業 

推進連絡協議会 

母子保健事業を効果的に推進する

ため、母子保健事業推進連絡協議会を

設置しています。委員は、保健・医療・

福祉・幼稚園・保育園等の関係団体の

代表者等から構成されています。今後

とも、各機関が、子育て支援の必要性

や母子保健の現状を理解し、お互いの

活動について情報交換しながら、子育

て支援活動の充実に努めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 
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（４）児童の健全育成 

 

［ 現状と課題 ］ 

家庭や学校だけでなく、地域社会も子どもの生活の場として大切です。しかし、都市化

や少子化が進み、学歴重視の傾向やテレビゲーム等を中心とした遊び方の変化、治安の悪

化等により、子どもたちが地域の人々や自然と触れ合う機会が減少しています。こうした

状況は、子ども自身にゆとりがなくなり、仲間意識が希薄になり人格形成にも大きな影響

を与えています。 

本町では、公民館活動や図書館活動を通じた青少年健全育成活動を推進してきました。

また、家庭児童相談事業やスクールカウンセラーの配置などにより、非行等の問題を抱え

る児童への対応を行ってきました。 

しかし、アンケート調査結果をみると、少数ではありますが、20 時以降に兄弟だけで

過ごしている子どもや、公園などの屋外で遊んでいる子どもがおり、健全な子どもの居場

所づくりが求められていると考えられます。 

少子化や子どもを取り巻く環境の変化などにより、集団や年齢の異なる子ども同士での

放課後の居場所づくりが求められているとともに、地域において、児童が自主的に参加し、

自由に遊べ安全に過ごせる環境づくりが必要となります。 

また、少年非行等の問題を抱える児童の立ち直りや保護者の子育て支援、引きこもりや

不登校への対応においては、関係機関が連携して地域全体で対処することが必要です。 

 
【平日の時間帯ごとの子どもの過ごし方】 

 

小
学
校
に
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る 

自
宅
等
で
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分
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そ
の
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無
回
答 

１４～１６時 36.7 21.2 5.7 2.7 6.4 12.1 - 4.9 10.2

１６～１８時 1.5 43.9 7.6 17.4 6.8 8.0 - 3.0 11.0

１８～２０時 - 89.0 1.9 1.5 - 0.4 - 1.1 5.7

２０時以降 - 87.9 2.3 - - 0.4 - 2.7 6.8
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［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①地域の子どもたちが、自主的に参加し、自由に遊べ、安全に過ごすことができる居場

所づくりを進めるため、保育園、学校、児童館、公民館、図書館、児童公園等の施設

の活用や、奉仕・体験活動、スポーツ活動、世代間交流などを通じた青少年健全育成

活動の促進を図ります。 

②少年非行等の問題を抱える児童の立ち直りや保護者の子育て支援、引きこもりや不登

校への対応においては、家庭、学校、福祉事務所、警察等が連携し、地域ぐるみでの

支援に取り組みます。 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

児童・生徒のため

の放課後の居場

所づくり 

体制整備に向けて、健康福祉課

と教育委員会との連携を強める

とともに、ボランティア（青少年

児童員）・自治会等の活動と連携

できるような方策を推進します。

教育課 継続実施中 継続 

子どもの館事業 

子どもの文化活動の拠点とし

て、コンサートやサークル活動、

多彩なイベントを実施し、郷土の

生活、文化を伝承し、創作表現の

可能性を広げ、共に楽しめる生涯

学習の場となっています。今後と

も活動内容の充実に努めます。 

環境経済課 継続実施中 継続 

家庭相談事業 

県足柄上保健福祉事務所には、

家庭児童相談室が配置され、家庭

相談員により子どもの生活習

慣・しつけの問題・家庭における

人間関係・学校生活、引きこもり、

不登校など、児童の養育に関連す

る様々な問題について相談を受

け付けています。内容により、家

庭訪問や児童相談所等関係機関

への連絡を取り対処しており、今

後とも本相談事業との連携に努

めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 

児童・生徒指導に

関する学校支援 

児童・生徒指導に関して、指導

主事が下記の項目に取り組んで

おり、今後とも児童・生徒指導に

関する学校支援に努めます。 

・児童・生徒並びに保護者への適

 切な指導に関する支援 

・保護者の直接的な訴えに対し事

 情調査と必要に応じ学校への 

 指導 

教育課 

幼児、児童、

生徒指導担

当者研修会

を年間2回開

催 

指導主事に

よる教育相

談の実施 

継続 



第４章 行動計画  

  

40 

 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度 

目標 

スクールカウンセ

ラー配置活用事業

児童生徒の臨床心理に関して

高度に専門的な知識・経験を有す

るスクールカウンセラーを中学

校に配置し、小・中学校の児童・

生徒、保護者、教員の教育相談援

助にあたっています。 

 

教育課 

県のスクール

カウンセラー

配置事業を受

け、各中学校

区に 1 名ずつ

スクールカウ

ンセラーを配

置。 

町独自で松田

小学校に 1 名

「こころの教

室相談員」を

配置 

拡充 
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（５）経済的な支援の仕組みづくり 

 

［ 現状と課題 ］ 

近年における社会経済情勢を背景とした失業率の上昇、地域経済の低迷が続く中、家計

に占める子育てに関する経済的負担の割合は増えてきています。 

本町では、保育料の減免や小児医療費助成など経済的支援を行ってきました。 

アンケート調査結果をみると、理想の子どもの数よりも、持つつもりの人数が少ない家

庭が増加しています。その理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」の割合

が高くなっています。 

今後も経済的支援策などの充実による、子育ての経済的負担感の軽減に努める必要があ

ります。 

 
 

【持つつもりの子どもの人数が、理想とする子どもの人数より少ない理由】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

％

子育てや教育にお金がかかりす
ぎるから

家が狭いから

子どもの預け先などがなく、自分
の仕事（勤めや家業）に差し支え
るから

子どもがのびのび育つ社会環境
ではないから

自分や夫婦の生活を大切にした
いから

高年齢で産むのはいやだから

これ以上、育児の心理的、肉体的
負担に耐えられないから

健康上の理由から

欲しいけれどもできないから

配偶者の家事・育児への協力が
得られないから

配偶者が望まないから

定年退職までに、一番末の子が
成人してほしいから

その他

無回答
2.2（3件）
1.9（2件）

6.5（7件）

6.5（7件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：138件）

就学児童
（有効回答数：108件）

75.4（104件）

20.3（28件）

22.5（31件）

23.2（32件）

25.4（35件）

25.4（35件）

12.3（17件）

10.1（14件）

15.2（21件）

11.6（16件）

75.0（81件）

21.3（23件）

22.2（24件）

28.7（31件）

14.8（16件）

36.1（39件）

31.5（34件）

11.1（12件）

15.7（17件）

19.4（21件）

13.0（14件）

8.7（12件）

8.7（12件）

9.4（13件）
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［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①子どもを持ちたいという親の願いを十分かなえられるように、子育て家庭に対する経

済的支援の充実に努めます。 

 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

健康福祉課 継続実施中 継続 

保育料の検討 

保育園通常保育の保育料について

は、子育て支援の充実を図るため、今

後とも、適正な保育料の設定に努めま

す。 

 幼稚園の保育料についても、今後の

適正な保育サービスのあり方をふまえ

て検討していきます。 
教育課 継続実施中 継続 

子ども手当 

（ 児 童 手 当 の 支

給） 

これまでの児童手当に代わり、次世

代の社会を担う子ども一人ひとりの育

ちを社会全体で応援するため、中学校

修了までの児童を対象に、一人につき、

月額 13,000 円を支給するものです。

（平成23年度からは26,000円の見込）

健康福祉課

（国事業）
継続実施中 拡充 

小児医療費助成 

通院に対する助成対象年齢を平成

22 年度より中学校就学前までに拡大

します（所得制限なし）。また、引き続

き中学校卒業までの入院に対し助成し

ます（中学校就学中は所得制限あり・

児童手当の所得制限に同じ）。 

健康福祉課 継続実施中 拡充 

育英奨学制度 

経済的な理由によって就学が困難と

なる児童・生徒に対し、育英奨学資金

貸付、福田奨学金などによる就学の援

助を行うことにより、教育の機会均等

を図ります。 

教育課 継続実施中 継続 
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 ２ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

 
（１）子どもや母親の健康の確保 

 

［ 現状と課題 ］ 

女性にとって妊娠・出産は、短期間での心身の大きな変化に加えて、出産後すぐに始ま

る「子育て」という責任を担うことなどから、不安や悩みを生じやすい時期でもあります。

このため、安全・安心な出産に向けた健康管理への支援、妊娠・出産・育児に対する不安

の軽減や、子育てについての知識・技術の習得や体験する機会の提供など、親になるため

の準備が重要となります。 

本町では、母子健康手帳の交付や乳幼児健診時での相談の実施などにより、母子の健康

の確保に努めてきました。 

今後も、妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保される施策

の充実を図るとともに、母子保健事業や養育支援家庭訪問事業等において、母子の孤立化

を防ぐ子育て支援サービスが必要です。 

また、児童虐待防止の視点を強化し、虐待のハイリスク家庭等養育支援を必要とする家

庭を早期に発見し、適切な支援を行っていくことが重要です。 

 
 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①子どもが心身ともに健やかに成長でき、母親が安全・安心に妊娠・出産ができる環境

づくりを推進し、子どもや母親の健康の確保に努めます。 

②妊娠期、出産期、新生児期及び乳幼児期を通じて母子の健康が確保されるよう、各種

健診、母親・父親教室等の母子保健における健康教育、訪問指導、保健指導等の充実

に努めます。 

 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

母子健康手帳の交

付 

順調な妊娠経過と安全な出産の確

保を図るため、また、乳幼児の成育記

録帳として妊娠早期に母子手帳の交

付が受けられるよう啓発に努めてい

ます。今後とも、妊娠から出産までの

不安軽減や異常を予防し、心身ともに

健康な妊娠期間を過ごせるよう個別

指導（家庭訪問、電話相談）の充実に

努めます。 

健康福祉課 87 冊 継続 
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事業名 事業内容 所管課 

現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

妊婦健康診査の

実施 

妊婦の健康管理を図り、妊婦乳幼児

の死亡率低下、流・早産、妊娠高血圧

症候群、子宮内胎児発育遅延の防止な

ど、母子の障害の発生の予防に努めて

います。健診の助成内容も拡充し、平

成20年度からはそれまで2回だった費

用助成を 5 回に、平成 21 年度からは

14 回の費用補助を受けられます。今後

とも、健康診査の充実に努めます。 

健康福祉課 延べ 413 人 継続 

母親・父親教室の

開催 

妊娠、出産に関する適切な情報提供

と不安の解消を図ることを目的に、母

親・父親教室を山北町と共同で開催し

ています。核家族が進む中、友達づく

りの促進、出産・育児の情報提供など、

安心して産み育てることができるよう

支援しており、今後とも教室の充実に

努めます。 

健康福祉課 延べ 24 人 継続 

こんにちは赤ち

ゃん訪問事業 

生後 4 か月までの乳児のいるすべて

の家庭を訪問し、様々な不安や悩みを

聞き、子育て支援に関する情報提供等

を行うとともに、親子の心身の状況や

養育環境等の把握や助言を行い、支援

が必要な家庭に対しては適切なサー

ビス提供につなぎます。このようにし

て、乳児のいる家庭と地域社会をつな

ぐ最初の機会とすることにより、乳児

家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育

成環境の確保を図るものです。 

健康福祉課 45 件 継続 

訪 問 指 導 ( 妊 産

婦・新生児・乳

児・低出生体重

児・転入児) 

母子保健法に基づき、妊産婦、新生

児、低出生体重児等を対象に訪問指導

を実施しています。今後とも、育児に

不慣れな時期に安心して育てることが

できるよう支援に努めるとともに、虐

待のハイリスク家庭等養育支援を必要

とする家庭の早期発見に努めます。 

健康福祉課

妊婦：1人 

産婦：30 人 

新生児・乳

児：38 人 

幼児 9人 

継続 

乳幼児健康診査の

実施 

乳幼児期各期において、健康診査及

び保健指導を実施、育児支援と疾病ま

たは異常の早期発見を行うことによ

り、乳幼児の健康の向上と健全育成を

図っています。３～４か月児、１歳６

か月児、３歳児健康診査は町で行い、

お誕生前健康診査（10～11 か児）を医

療機関に委託し個別健康診査方式で実

施しています。今後とも、健康診査の

充実に努めるとともに、虐待の早期発

見に努めます。 

健康福祉課

3～4か月児

健診：73 人 

（受診率 

98.6％） 

お誕生前健

診：70 人 

（受診率 

94.6％） 

1 歳 6か月児

健診： 

69 人 

（受診率 

95.8％） 

3 歳児健診 

81 人 

（受診率 

97.6％） 

継続 
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事業名 事業内容 所管課 

現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

乳幼児健康 相談

の実施 

健康福祉センターには保健師又は看

護師が常駐し、いつでも相談できる体

制を整えています。 

 0 歳～就学前までの乳幼児を対象に、

月 1 回、育児に関する適切な情報の提

供や、不安・心配事の軽減・解消を目

的に「すくすく育児相談」や「おっぱ

い相談」を実施しています。今後とも

健康相談の充実に努めます。 

健康福祉課

すくすく育

児相談： 

延べ 218 人 

おっぱい相

談： 

延べ 6人 

心の相談： 

3 人 

継続 

幼児教室 

各種健康診査や相談事業の中で、要

経過観察とされた子どもや、その親に

対して、遊びを通して子の発達を促し

また母と子が気づき、成長していくこ

とを目的に、月１回ずつ「親子ふれあ

い教室」や「育児応援教室」「育児応援

教室」を実施しています。今後とも、

幼児教室の充実に努めます。 

健康福祉課

親子ふれあ

い教室： 

延べ 154 人 

育児応援教

室： 

延べ 58 人  

継続 

予防接種の実施 

子どもの疾病を未然に防ぐため、す

べての子どもが必要な予防接種を受け

られるよう、各予防接種の効果やリス

クについて保護者への知識の啓発に努

めています。ポリオと BCG は健康福祉

センターで、また三種混合、麻しん、

風しん、二種混合、日本脳炎は個別接

種で実施しており、今後とも国の指針

に基づき、予防接種の実施に努めます。

健康福祉課 継続実施中 継続 

歯科教室及び歯科

健康診査の実施 

１歳児～3 歳児を対象に、下記歯科

指導教室、フッ素・サホライド塗布、

歯科健康診査を実施しており、今後と

も、教室・健康診査等の充実に努めま

す。 

【歯科指導教室】 

 １歳児の親等を対象に、歯の大切さ

を認識し、子どものう歯予防に対して

関心が高まるよう、歯みがきや適切な

食習慣の必要性について啓発していま

す。 

【歯科健診】 

 1 歳 6 か月児～3歳児を対象に、健康

診査受診時に、う歯予防に対する関心

の向上を目的に実施しています。 

【フッ素・サホライド塗布】 

 2 歳児を対象に、虫歯予防を目的に、

フッ素塗布及びサホライド塗布を実施

しています。 

健康福祉課

歯科指導教

室：40 人 

1 歳 6 か月児

健診：69 人 

2 歳児健診： 

57 人 

3 歳児健診： 

81 人 

継続 
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事業名 事業内容 所管課 

現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

各種健康診査 

【特定健康診査】 

 平成 20 年度から、メタボリックシン

ドローム（内臓脂肪症候群）の予防と

改善を目的に、国民健康保険に加入の

40 歳以上の方を対象に実施していま

す。 

【婦人がん検診】 

 国の指針に基づき、がんの早期発見

のため乳がん(40 歳以上の方)検診や、

子宮がん検診(20 歳以上の方)を実施

しています。食生活をはじめとするが

ん予防の啓発、健康診査の受診率の向

上に努めます。 

健康福祉課

乳がん検診： 

303 人 

子宮がん検

診：347 人 

継続 

乳幼児とのふれあ

い事業 

核家族化が進み、乳幼児に触れ合う

機会が少なくなってきている中学生を

対象に、乳幼児と触れ合う体験をし、

乳幼児の成長発達や、命の大切さにつ

いて啓発を図ります。 

健康福祉課 未実施 今後検討 
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（２）食育の推進 

 

［ 現状と課題 ］ 

食は生活の基本であり、食生活の乱れは、子どもの心や体の健やかな成長を妨げる大き

な原因となります。学童期の肥満や若い女性のやせすぎ等の問題が大きく取り上げられて

います。現代社会では、ファーストフード、弁当、インスタント食品等、食べたい時に食

べたいものがすぐに手に入り、大人も子どもも手軽な食事に依存する傾向が強くなってい

ます。 

朝食欠食や不規則な食事等、食生活の乱れが問題となっています。子ども一人ひとりが

食の大切さや正しい食習慣を身に付けることが大切であり、食を通じて豊かな人間性を育

み、良好な家族関係を築くことも期待されています。また、乳幼児期は家庭生活が中心で

あり、親の生活習慣が子どもに大きく影響することから、親自身の健康づくりに対する働

きかけも必要です。 

本町では、乳児期には離乳食講習会で、幼児期から学童期においては保育園・幼稚園・

学校の給食を通じて食育を推進してきました。 

子どもの時から食の大切さを教育していくため、学校のみならず、地域・家庭など様々

な分野が連携しつつ、乳幼児期から思春期まで発達段階に応じた食に関する学習機会や情

報提供を進めることが必要です。 

 
 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①食を通じて心身ともに健康な子どもの育成や食を通じた家族との良好な関係づくりが

促進されるよう、必要な対策に努めます。 

②乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣の定着及び食を通じた豊かな人

間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、乳幼児期から思春期

まで発達段階に応じた食に関する学習の機会や情報提供を進めます。 
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［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

離乳食講習会 

離乳期の乳児を持つ母親等に調理

実習を通して子どもの発達に合わせ

た食材の選び方や調理の方法等を指

導し、適切な食習慣を身につける目的

で隔月に実施しています。参加者から

は大人用の献立から工夫して離乳食

を作ることができると好評です。今後

とも、講習会の充実に努めます。 

健康福祉課 延べ 126 人 継続 

保育園給食の推進

入園児童の健全な発育及び健康の

維持・増進の基盤であるとともに、お

いしい、という情緒的機能や食事を大

切にする考え方を教える等の教育的

機能としての役割をもつ保育園給食

の推進・充実に今後も、努めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 

学校給食研究会 

幼稚園を含む学校給食や食事のあ

り方について、地域と連携した地産地

消や保護者の代表を加えた研究会を

開催することにより、「食育」の推進

に努めます。 

教育課 
研究会の開

催 
継続 

食生活改善推進員

活動 

健康づくりの柱である食生活につ

いて地域住民自ら推進していくため

「ヘルスメイト松田」が組織されてい

ます。１歳児歯科指導教室におけるお

やつ作りなど、食育の視点を生かし活

動しています。また、推進員の養成は、

足柄上地区 1市 5町合同で養成講座を

開設し輪を広げていくよう努めてい

ます。今後とも、食生活改善推進員活

動の充実に努めます。 

健康福祉課

ヘルスメイ

ト松田 

会員数 

   37 名 

養成講座受

講者 3 名 

継続 

食育推進計画の策

定の検討 

食育基本法が制定されたことを受

け、関係機関との連携の下、策定を進

める予定です。 
健康福祉課  未実施 今後検討 

食に関する学習機

会の推進 

親子で作る簡単なおやつ作りを通

して、「一緒に作る喜び」「一緒に食べ

る喜び」等の機会を提供しています。
健康福祉課

参加者数 

10 組 
継続 
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（３）思春期保健対策の充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

ここ数年、性行動、人工妊娠中絶、性感染症、性犯罪等の性に関する問題を始め、薬物

乱用、喫煙、飲酒等の低年齢化が進んでおり、こうした問題行動は年々増加傾向にありま

す。思春期といわれる時期は、子どもから大人への過渡期であり、身体の著しい成長に比

べ精神的・社会的に未熟であり、様々な問題が生じやすい時期といえます。近年、思春期

における望まぬ妊娠・人工妊娠中絶や性感染症が増加しており、また、薬物乱用、喫煙・

飲酒に関する問題も指摘されています。これらの問題は、本人の生涯にわたる心身の健康

に大きな影響を及ぼすだけでなく、次世代を生み育てることへの悪影響も心配されていま

す。 

本町では、性についての正しい知識の普及や、未成年者の喫煙・飲酒等の防止に努めて

きました。 

不安や悩みから生じる問題行動に対する適切な対応が必要となるため、家庭や地域と連

携し、性に関する正しい知識の普及や、未成年者の喫煙、飲酒、薬物乱用等の防止に努め

ていく必要があります。 

 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①思春期の男女に対して、性についての正しい知識の普及を図るとともに、一人で悩ま

ず専門機関に相談するなどストレスを上手にコントロールできるよう支援します。 

②喫煙や薬物等に関する教育、学童期・思春期における心の問題に係る相談体制の充実

等を進めます。 

 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

性についての正

しい知識の普及 

性に対する意識や性行動の実際に

ついて現状の把握に努めます。また、

保健学習などを通して、命の大切さを

啓発するとともに、性感染症について

の情報提供及び正しい知識の普及を

実施しており、今後とも、知識の普及

に努めます。 

教育課 

エイズ・性

感染症予防

講演会を実

施 

継続 

未 成 年 者 の 喫

煙・飲酒及び薬物

乱用等防止 

未成年者の喫煙・飲酒防止に加え、

薬物乱用防止のため啓発活動や環境

づくりを推進しています。また、喫

煙・飲酒及び薬物に関する正しい情報

提供や普及啓発も実施しています。今

後とも、未成年者の喫煙・飲酒及び薬

物乱用等防止に努めます。 

教育課 

薬物乱用防

止教室の実

施 

継続 
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（４）小児医療の充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

子どもの健やかな発育、発達を推進するためには、必要な時にいつでも見てもらえたり、

相談できる小児医療体制を確立することが大切です。医療機関は、病気の診断や治療のみ

ならず、子どもの発育状態の確認や、健康や子育ての相談、感染症の予防等、家庭や地域

で幅広い活動が期待されています。 

本町では、地域医療や休日、夜間医療、二次救急医療体制の整備を図り、小児医療の充

実に努めてきました。 

アンケート調査結果からも、休日、夜間に受診できる医療機関を知っている人の割合も

高くなっています。 

今後も、安心して子どもを生み、健やかに育てることができる環境の基盤となる小児医

療の充実を図るとともに、周知を徹底していく必要があります。 

 
 
 

【休日、夜間に受診できる医療機関を知っている人】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①安心して子どもを産み健やかに育てることができるよう地域医療体制の整備に努めま

す。 

 

 ％

知っている

知らない

無回答 1.9（6件）
0.8（2件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：317件）

就学児童
（有効回答数：264件）

87.1（276件）

11.0（35件）
91.3（241件）

8.0（21件）
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［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

地域医療体制の

整備 

多様化する医療二一ズに対応する

ため、足柄上医師会の協力を得ながら

医療機関との連携に努め、地域医療体

制の整備を図っています。また、足柄

上病院等との医療連携を積極的に実

施しており、今後とも、地域の医療体

制づくりに努めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 

休日、夜間医療体

制の整備 

すでに行われている休日急患診療

医療体制・子どものかかりやすい病気

やけが、事故の予防と対処方法の情報

提供を充実し、周知を図っています。

また、休日等の歯科の救急医療体制に

ついて、今後とも、足柄歯科医師会と

の連携を図り医療体制の整備に努め

ます。 

健康福祉課 154 人 継続 

二次救急医療体

制の整備 

2市 8町で広域二次病院群輪番制を

とって対応しており、今後とも医療体

制の整備に努めます。 
健康福祉課

10 病院 

44 人 
継続 

かかりつけ医の

推進 

 

訪問事業や相談事業等を通して身

近に子どもの成長・発育について相談

できる医師を持つことで、安心して育

児ができるよう普及啓発及び関係機

関との連携を図り、医療体制作りに努

めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 
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 ３ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

 
（１）子どもの生きる力の育成に向けた教育環境等の整備 

 

［ 現状と課題 ］ 

豊かで便利な社会の中で、利己的な意識、自己責任の考え方の欠如、物質的な価値や利

便性、効率性の重視等、社会全体のモラルが低下するほか、生活環境や生活習慣にも変化

が生じています。また、子どもの社会性や規範意識、体力や運動能力の低下が見られ、子

どもの成長にも大きな影響を及ぼしています。いじめ、不登校等の問題も深刻化しており、

子どもの豊かな人間形成のための教育が重要となっています。家庭に次ぐ子どもの人間形

成の場として学校や幼稚園の果たす役割も大きく、学校教育では子どもたちが環境の変化

に柔軟に対応できるように、自ら学び考え、主体的に行動できる「生きる力」を育むこと

が重要です。 

本町では、多様な体験学習の推進や、特色ある教育課程の編成など、学校の教育環境等

の整備を図ってきました。 

今後も、「生きる力」を育むために、地域との連携を進めながら、個性を尊重する教育を

さらに進めるとともに、子どもたちの豊かな感性を養う体験学習などを充実していく必要

があります。 

また、幼児の自発性を尊重し、特色ある教育課程の編成や教育内容の充実を図る必要が

あります。 

 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①次代の担い手である子どもたちが、個性豊かに生きる力を伸ばすことができるよう、

学校の教育環境等の充実を図ります。 

②豊かな心を育むため、多様な体験学習を推進する等の取り組みを推進します。 
 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

多様な体験活動

の推進 

小学校及び中学校に、いろいろな学

習活動の指導、協力を行う地域住民の

情報の提供及び多様な体験活動を推

進していきます。 

教育課 地域の活用 継続 

学校評議員制度

の活用 

学校評価の充実と学校評議員制度

の活用により、今後とも、地域及び家

庭と学校との連携・協力に努めます。

教育課 継続実施中 継続 
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［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成26年度

目標 

国際理解教育事業

小学校外国語活動の導入や国際化等

社会のニーズに応じて、幼児･児童・生

徒に対して、直接外国人と触れ合う機

会を設けることにより、正しい国際理

解の素地を養うとともに、外国語に触

れ、慣れ、親しませる機会として ALT

（外国語指導助手）1名を幼稚園、小学

校、中学校に配置しています。今後と

も、教育の充実に努めます。 

教育課 

ALT:1 名を幼

稚園、小学

校、中学校へ

配置 

継続 

情報教育の充実 

情報社会に即応できる基礎知識や技

能が身につけられるように、パソコン

の計画的な設置や教職員の研修等、指

導体制の強化を進めており、今後とも、

情報教育の充実に努めます。 

教育課 

ICU 教育情報

機器研修会

の実施 

継続 

福祉教育の推進 

心の教育と福祉思想の普及に努めま

す。特に、青少年層の優しさや思いや

りを育むため、学校における福祉活動

の充実に取り組んでおり、また、中学

生を主な対象に、夏休みの特別養護老

人ホームでのボランティア活動、社会

福祉協議会での福祉体験を実施してお

り、今後とも福祉教育の充実に努めま

す。 

教育課 
人権教育研

修会の実施 
継続 

特別支援教育の充

実 

障害のある児童・生徒の障害に応じ

た、適切な教育を受けられるように、

今後とも、特別支援学級の指導・充実、

交流教育の推進など障害児教育の充実

に努めます。 

教育課 

支援教育・特

別支援教育

の実践 

継続 

道徳教育の充実 

年間 35 時間の道徳の時間の確保や、

他教科等と関連を図ったり、心のノー

トの効果的活用を図ったりするなど、

今後とも、子どもの心に響く道徳教育

の充実に努めます。 

教育課 
道徳教育の

研究 
継続 

幼稚園と小・中学校

の連携教育 

幼稚園・小学校・中学校連携教育推

進会議を行い、各中学校区では独自に

研究会を開催し、地域や子どもたちの

実情に合った連携教育を推進します。

 また、保育園も含む他園の教職員に

よる授業参観や研究協議などの相互研

修や幼稚園教育研究会などに積極的に

参加し、今後とも、教職員の資質の向

上に努めます。 

教育課 

幼小中の連

携教育 

年 3回 

拡充 

教職員の資質の向

上 

授業研修会を開催し、指導法の改善

や小中学校の連携強化に努めていま

す。また、今後とも、各種研修会にも

積極的に参加し、教職員の意識改革と

資質の向上に努めます。 

教育課 

ライフステ

ージに合わ

せた研修の

実施 

拡充 
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事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

人権教育 

学校生活のあらゆる機会を通して、

人権教育を推進するとともに、一人ひ

とりが個性と能力を発揮できる教育

に努めています。 

教育課 
人権教育 

研修会 
継続 

いじめ・不登校・

問題行動及び非

行の防止 

いじめの根絶、不登校・問題行動に

関して早期発見、早期対応ができるよ

うに、日常の観察などによる実態把握

に努めています。また、保護者、学校、

スクールカウンセラー等の連携に努

めています。今後も個に応じた支援に

努めます。 

教育課 

スクールカ

ウンセラー

の活用 

教育相談体

制の構築 

拡充 

教材・教具の整備

園児、児童・生徒が身近な環境に自

らかかわって生活に取り入れていこ

うとする態度を養うため、今後とも教

具や身近な用具、遊具の整備に努めま

す。 

教育課 継続実施中 継続 

施設の整備・維持

管理 

幼児教育や学校教育の質的変化や

新たな施策に対応するため、長期的な

幼児数、児童・生徒数の変動を把握し、

適正な施策の整備に努めています。ま

た、幼児教育や学校教育にふさわしい

環境づくりをめざし、施設の維持管理

に勤めるとともに、設備の充実に努め

ています。今後とも、上記施設の整

備・維持管理に努めます。 

教育課 継続実施中 継続 

子どもの読書活

動の推進 

子ども向けの図書資料整備や環境

整備、ボランティアとの連携によるサ

ービスの提供、図書室の情報提供推進

など、子どもの読書活動の推進に関す

る法律に基づき、今後とも、子どもの

読書活動推進計画さらには総括的な

推進施策に努めます。 

教育課 継続実施中 継続 

スポーツ活動に

関する支援 

様々なスポーツ活動に接する機会

の提供を図り、運動を楽しめる教育・

指導を充実させるとともに、今後と

も、地域との連携により、運動部活動

の充実に努めます。 

教育課 継続実施中 継続 

学校ボランティ

アの活用 

子どもの教育活動の充実のために

は、学校・家庭・地域が幅広く連携す

ることが大切なことから、保護者、地

域の人材、さらに各種団体などの地域

の教育力を積極的に活用し、今後とも

学校ボランティアの充実に努めます。

教育課 継続実施中 継続 

小児生活習慣病

の予防 

肥満、偏食、朝食の欠食などの解消

に向けた食習慣や栄養、適正体重など

に関する正しい知識の普及啓発を図

るため、今後とも、健康教育の充実を

図り、小児生活習慣病の予防に努めま

す。 

健康福祉課

教育課 
継続実施中 継続 

口腔の健康管理 

歯科健診や健康教育等を通じて、む

し歯予防等の口腔の健康管理に取り

組んでおり、今後とも充実に努めま

す。 

健康福祉課

教育課 
継続実施中 継続 
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（２）家庭や地域の教育力の向上 

 

［ 現状と課題 ］ 

家庭はすべての教育の出発点であり、親子の絆や家族の触れ合いを通じて、子どもの人

間形成の基礎を培う最も重要な役割を持っています。しかし、核家族化、地域とのつなが

りの希薄化、働く女性の増加等、子育て家庭の環境が大きく変化しており、親の家庭教育

に関する考え方にも変化が生じています。子どもにとって家庭は最初の集団で人間成長の

基盤となることを再認識し、本来果たすべき役割を見つめ直していくことが必要です。 

本町では、保育サークル活動への支援や学校施設の開放などを行い、家庭や地域におけ

る教育力の向上に努めてきました。 

「生きる力」を学校や家庭、地域が相互に連携しつつ、社会全体で育んでいくことが重

要であり、多くの親が集まる機会を活用し、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する

学習機会や情報提供を行っていくことが必要です。 

 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①それぞれの家庭が置かれている状況やニーズを踏まえ、かつ、家庭教育の自主性を尊

重しつつ、身近な地域において、子育てに関する学習機会や情報の提供などの家庭教

育に関する総合的な取り組みを関係機関が連携し、きめ細かな家庭教育支援を実施し

ます。 

 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

少年スポーツの

健全な育成、団体

への支援 

少子化が進み、少年スポーツ団体数

も減少傾向にある中、子どもたちの心

身の健全な育成を図るため、子どもた

ちが気軽にスポーツが楽しめるよう、

小学生を対象とした各種スポーツ教

室を開催します。 

 また少年スポーツ団体への支援と

してスポーツ保険料の補助、活動場所

の環境等の充実に努めます。 

教育課 

ソフトテニ

ス教室 

バレーボー

ル教室 

バスケット

ボール教室 

継続 

幼小中 PTA 家庭

教育学級の開催 

幼稚園、小学校、中学校の PTA 保護

者を対象に、近年の核家族化、少子家

族化の進行に加え、共働き家庭の増加

等に伴って低下している家庭教育力、

地域教育力の向上を図ることを目的

に、家庭教育学級を実施しています。

活動内容は、各種体験教室や、講演会

などです。今後とも、活動内容の充実

に努めます。 

教育課 
各校年 3回

実施 
継続 
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［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 

 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

保育サークル活動

への支援 

保護者が行事等に参加する際の一

時的な保育を目的に、情報提供など保

育サークル活動への支援を実施して

おり、今後とも、支援の充実に努めま

す。 

教育課 継続実施中 継続 

体育協会活動の充

実 

本町におけるスポーツの振興を通

して、住民の体力づくりと健康の持増

進を図り、スポーツマンシップの涵

養・スポーツを通してのコミュニティ

づくりを推進するため、今後とも、体

育協会活動の充実に努めます。 

教育課 継続実施中 継続 

子育て学習講座事

業の推進 

子育てやしつけなど、家庭教育のあ

り方を見つめ直してもらうため、家庭

教育に関心の少ない親などを含めた

より多くの親を対象に、「楽しい親子

教室」（教育課）、「健康教育」（健康福

祉課）を開設し、今後とも、考える機

会を提供することで家庭教育の再生

に努めます。 

健康福祉課

教育課 
年 2回実施 継続 

健診時ブックスタ

ートの提供 

3 か月児健康診査時に、赤ちゃんと

保護者が絵本を介してゆっくりと心

が触れ合う時間をもつきっかけを作

るため、絵本を配付しています。今後

とも、健診時ブックスタートの内容の

充実に努めます。 

健康福祉課
配布者数 

73 人 
継続 

文化伝承教室（文

化伝統の継承） 

本町あるいは地域独自の伝統文化

継承のため、関係団体の支援に努めま

す。 

教育課 

大名行列 

寄祭囃子 

道祖神太鼓 

継続 

図書館活動の推進

図書館の充実と図書館活動の推進

に向け、次のような取り組みを行って

います。 

・幼児へのおはなし会 

  月 3 回母子で 20 名 

・特別おはなし(年 2回 80 名) 

・足柄上教育事務所で「読書活動推進

 の町」として幼小中学校と会議を行

 っている 

 今後とも、児童の健全育成を目的と

した事業に努めます。 

教育課 継続実施中 継続 

公民館活動の推進

公民館において、様々な学習や遊び
や交流を目的に、次のような公民館活
動を促進します。 
 ・公民館施設の利用 
 ・公民館活動事業の推進 
 ・文化活動事業 
芸術芸能鑑賞会、展示会、講演会など
の開催 

・指導者、ボランティア等の養成事業
・研修会、講座等の開催 
 今後とも、児童の健全育成を推進す
る事業展開を図ります。 

教育課 継続実施中 継続 
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（３）子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 

［ 現状と課題 ］ 

テレビ、新聞、インターネット、携帯電話、雑誌、ビデオ、ゲーム等、様々なメディア

を通じて、性や薬物、暴力等、過激な情報が氾濫しています。こうした情報は、子どもで

も身近なところで手軽に入手できる環境にあり、薬物乱用、誘拐等、子どもにかかわる様々

な犯罪を起こす引き金としても懸念されています。 

本町では、子どもや親に対する教育や、防犯に対する意識づくりを行ってきました。 

アンケート調査結果をみると、テレビやゲームなどでの残虐性や暴力描写等が気になる

親は半数以上となっています。 

インターネットをはじめとしたメディア上の有害情報について、関係機関、学校、家庭、

地域が連携して有害環境対策を進めていく必要があります。 

 
 

【テレビやゲームなどでの残虐性や暴力描写等が気になるかについて】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①子どもを取り巻く有害環境対策の推進を図るため、関係機関、学校、家庭、地域の連

携を深め、子どもを健全に育成できる環境づくりに努めます。 

 
 

 ％

気になる

どちらかといえば気になる

どちらかといえば気にならない

気にならない

わからない（内容を知らない）

無回答 2.3（6件）

2.3（6件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学児童（有効回答数：264件）

23.5（62件）

30.3（80件）

12.5（33件）

29.2（77件）
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［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

子どもや保護者に

対する教育・啓発の

推進 

子どもが犯罪被害に巻き込まれる

ことがないよう、インターネットをは

じめとするメディア上の情報に関し

て、子どもに関する情報を集め、メデ

ィアの問題性や注意事項などを促す

ために子どもや保護者に対する各種

啓発活動を推進しています。今後と

も、上記啓発活動の推進に努めます。

教育課 継続実施中 継続 

 
 



 

 

59 

 
 
（４）子どもの権利づくりの推進 

 

［ 現状と課題 ］ 

平成元年に国連において「子どもの権利条約」が採択されました。「子どもの権利条約」

では、子どもの「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の 4 つの権

利が定められ、子どもに関することはあくまでも子ども主体で考え、子どもにとってもっ

とも良いものに決めるということが大人の義務とされています。 

しかし、いじめや不登校、性的犯罪に巻き込まれるケースなどが大きな社会問題になっ

ています。 

本町においても、子どもの権利条約を普及啓発するとともに、子どもの声を生かしたま

ちづくりを進めてきました。 

今後も、子どもの人権や意見、自己決定権を尊重し、あらゆる機会を通じて子どもの権

利条約の理念の普及に努め、子どもの視点を大切に、子どもの利益が最大限尊重される社

会をつくっていく必要があります。 

 
 
 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①児童虐待防止に努め、また子どもの人権を尊重するとともに、子どもたちの意見や要

望を生かすことのできるまちづくりの推進に努めます。 

 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

子 ど も の 権利 条

約 に 関 す る啓 発

普及の促進 

「児童の権利に関する条約」の内容

についての普及・啓発に努めるととも

に、自他の人権を尊重できるような人

権教育の推進に努めます。 

教育課 

町人権教育

研修会 

家庭教育学

級 

継続 
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 ４ 子育てを支援する生活環境の整備 

 
（１）豊かなまちづくりの推進等 

 

［ 現状と課題 ］ 

地域において安全・安心で快適な住生活を営むことは子育て世帯の願いでもあります。 

安心して子育てをするためには、子どもを連れていても気軽に外出できる安全で快適な

生活環境を整備する必要があります。 

本町では、道路環境や公園の整備を行うとともに、子育て世帯への情報提供を行い、安

心して生活、外出できる環境整備を行ってきました。 

アンケート調査結果においても、子育てで困っていることとして、「安心して子どもを遊

ばせられる場所がないこと」、「子供が安全に通れる道路がないこと」などの割合が高くな

っています。 

整備された道路交通環境、公園や公共交通機関、公共建築物等のバリアフリー化など、

安心して生活、外出できる豊かな「まちづくり」の推進が必要です。 

また、子どもが犯罪等の被害に遭わないよう、犯罪防止に配慮した環境設計が必要です。 

 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①道路交通環境では、子ども、子ども連れの保護者等が安全・安心に通行することがで

きる環境の整備に努めます。 

②子ども、子ども連れの保護者等が安全・安心に利用することができるよう、公園や公

共施設等ではバリアフリー化等に努めます。 

③子どもが事故・犯罪等の被害に遭わないようなまちづくりを進めるため、道路、公園

等の公共施設の構造、設備、配置等について、事故・犯罪等の防止に配慮した環境の

整備に努めます。 

 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

道路の安全確保 

交通弱者である歩行者等が安全に

通行できるよう、歩道設置を検討しま

す。また、歩道設置が不可能な路線へ

の対応や、未整備区間の改良を検討し

ます。今後とも、道路の安全確保に努

めます。 

建設課 
区画線設置 

1.2ｋｍ 
継続 
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事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

道路環境の整備 

【幹線道路】 

狭あい道路の改善と、歩行者の安全等

を確保し、車両の交互交通が円滑に行

なえるように検討します。 

【生活道路】 

町道認定していない道路で、比較的利

用者の多い道路について舗装等を推進

します。今後とも、上記道路環境の整

備に努めます。 

建設課 
狭あい道路 

1 件 
継続 

カーブミラーの設置

カーブミラーについては、危険箇所

を最優先し、自治会の要望箇所の設置

を順次行っており、今後とも設置の推

進に努めます。 

建設課 2 件 継続 

交通安全施設の整備

交通量の多い交差点及び交通事故が

発生しやすい場所については、道路改

良等を推進しており、今後とも交通安

全施設の整備に努めます。 

建設課 

照明 2件 

ガードレー

ル 4件 

継続 

総合交通規制の充実

関係機関と協力して、地域の実態に

即した交通規制に努めています。今後

とも、総合交通規制の充実に努めます。

庶務課 
路側帯・横断

歩道の設置 
継続 

道路標識の整備 

道路標識については、自治会要望等

により公安委員会（警察）に要望して

おり、今後とも整備の推進に努めます。

庶務課 1 件 継続 

公共道路等のバリ

アフリー化の推進

高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律（バリアフリー新

法）に基づく歩道の整備を検討してお

り、今後ともバリアフリー化の推進に

努めます。 

建設課 なし 継続 

子育て世帯等にや

さしいトイレ等の

整備 

公共施設等において、トイレにベビ

ーベッドやベビーチェアを併設した

り、授乳室の設置などの子育て世帯が

安心して利用できる施設の整備を進め

ています。今後とも上記整備推進に努

めます。 

健康福祉課

子育て支援

センター内

トイレをシ

ャワー付便

器に改造、ベ

ビーチェア

新設 

継続 

子育て世帯への情

報提供 

各種バリアフリー施設の整備状況

等、子育て世帯へのバリアフリー情報

の提供を推進するとともに、今後とも

各種情報の提供に努めます。 

健康福祉課  なし 継続 

公園の整備 

縁豊かで快適な住環境を形成するた

め、公園や児童公園、児童遊園等の整

備や維持管理に努めるとともに、緑化

を推進します。 

環境経済課

桜植栽 92 本 

西平畑公園

遊具補修工

事 

三角堤公園

ト イ レ 設

置・園内整備

工事 

継続 

防犯灯設備の充実 防犯施設の適切な整備に努めます。 庶務課 

防犯灯新設 

3 件 

防犯灯整備 

28 件 

継続 
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 ５ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

 
（１）多様な働き方の実現及び働き方の見直し等 

 

［ 現状と課題 ］ 

子育て中の親を取り巻く課題の１つとして、仕事を持つ多くの人が仕事を中心とした生

活を送ることにより、家族とともに過ごす時間が自由にとることができないといった状況

が指摘されています。こうした状況が、仕事と子育ての両立をより困難なものにしていま

す。しかし、近年の社会状況の変化による家族観やライフスタイルの多様化に伴い、仕事

と生活の調和の実現については、国のワーク・ライフ・バランス憲章及び仕事と生活の調

和推進のための行動指針において、労使をはじめ国民が積極的に取り組むことや、国や地

方公共団体が支援することを定めるなど、社会全体の運動として広げていく動きが生まれ

ました。 

本町においても、性別による役割分担意識の見直しや、男女共同参画の意識づくりなど、

固定的な意識の解消などに努めてきました。 

仕事時間と生活時間のバランスのとれる多様な働き方を選択できるようにするとともに、

「働き方の見直し」を進めるため、ワーク・ライフ・バランスの重要性を周知していくこ

とが必要です。 

また、職場優先の意識や働きやすい環境を阻害する職場における慣行などを解消してい

くことが必要です。 

 
 
     ＊「ワーク・ライフ・バランス」：働きながら私生活も充実させられるように職場や社会 

                   環境を整えること 

 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①多様な働き方の実現及び働き方の見直し等において、労働者、事業主、地域住民等の

意識改革を推進するための広報・啓発、研修、情報提供等について、国、県、関係団

体等と連携に努めます。 
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［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

性別による役割

分担意識の見直

し 

男女の役割分担意識を身近な問題

として考えてもらうための講演会・研

修会や広報紙での PR を実施していま

す。 

 今後とも、性別による役割分担意識

の見直しの充実に努めます。 

企画課 継続実施中 継続 

仕事と子育ての

両立のための啓

発・広報の推進 

子育て支援センターをはじめとす

る子育てのためのサポート施設や活

動、サービスについて、広報紙面等を

通じてお知らせし、住民への活用を勧

めています。 

 今後とも、就業条件・環境の整備に

努めます。 

企画課 
広報掲載： 

13 回 
継続 

ハローワーク等

関係機関との連

携 

今後とも、関係機関と連携した町民

の雇用及び労働条件の改善に努めま

す。 
環境経済課 継続実施中 継続 

国、県及び農業団

体、商工団体等関

係団体との連携 

国、県及び地域における農・商・工

業等の関係団体等と連携を図りなが

ら、労働者、事業主、地域住民等の意

識改革を推進する広報・啓発、情報提

供等について推進していきます。今後

とも、上記連携の充実に努めます。 

環境経済課 継続実施中 継続 

男女共同参画の

意識づくり 

性別にとらわれない、真の男女共同

参画社会をつくるためには、まず女性

の社会的自立が不可欠であることか

ら、町では住民の方々の意識改革や環

境整備を推進していくための「まつだ

女性支援プラン」を策定しています。

意識啓発のための講演会等の男女共

同参画事業、父親・母親教室等の保健

事業、子育て支援センター事業など、

関係各課・機関と連携して、推進のた

めの事業を行っていきます。今後と

も、男女共同参画の推進に努めます。

企画課 継続実施中 継続 

男女共同参画教

育の推進 

男女平等の社会を目指して、地域社

会の制度や慣行を見直すなど、平等の

認識が深まるよう意識啓発と学習機

会の充実に努めます。 

企画課 継続実施中 継続 
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（２）仕事と子育ての両立の推進 

 

［ 現状と課題 ］ 

近年、女性の就労率の上昇や現在就労していない母親でも潜在的な就労意向を持つ人が

多くなっています。 

アンケート調査結果をみると、育児休業明けに希望した保育サービスを利用できた人は

約５割となっています。 

今後は、保育サービスや放課後児童健全育成事業の充実や、ファミリー・サポート・セ

ンター事業の周知など、仕事と子育ての両立のための体制の整備、啓発・広報、情報提供

などについて、国、県、関係団体等と連携を図りながら積極的に推進することが必要です。 

 
 

【育児休業明けに希望した保育サービスの利用について】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

利用できた

利用できなかった

希望しなかった

無回答

9.1（5件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童（有効回答数：55件）

52.7（29件）

21.8（12件）

16.4（9件）
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［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①男女がともに仕事と子育ての両立ができるよう、多様な保育サービスの実施・充実を

図るとともに、働き続けられる環境整備の推進に努めます。 

 
 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

保育サービスの活

用 

今後とも、町民が仕事と子育ての両

立ができるよう、延長保育や低年齢児

保育の事業導入、ファミリー・サポー

ト・センターや学童保育の実施、施設

面から保育内容まで、各種保育サービ

スの充実と質の向上に努めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 

就業条件・体制の

整備 

今後とも、男女雇用機会均等法、労

働基準法、育児・介護休業法等につい

て企業・事業主及び住民等への啓発に

努めます。 

企画課 継続実施中 継続 

国、県及び関係団

体等との連携 

国、県および地域における関係団体

等と連携を図りながら、仕事と子育て

の両立支援のための体制の整備・関係

法制度等の広報・啓発・情報提供等に

ついて積極的に推進しています。今後

とも、上記連携の充実に努めます。 

企画課 

健康福祉課
継続実施中 継続 
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 ６ 子どもの安全の確保 

 
（１）子どもの交通事故や犯罪等の被害から守るための活動の推進 

 

［ 現状と課題 ］ 

近年、都市化の進展や町民のライフスタイルの多様化などに伴う地域社会の犯罪抑止機

能の低下により、子どもが犯罪に巻き込まれる事件が多くなっています。また、社会情勢

を反映して、犯罪の複雑・多様化、凶悪化、陰湿化、低年齢化も進んでいます。このため、

地域における防犯対策や意識の向上が求められています。 

本町では、「こども 110 番のいえ」などにより、子どもを犯罪被害から守るための活動

を行ってきました。また、地域のボランティアによる、登下校時の見守り活動も行われて

います。 

アンケート調査結果をみると、子育てで困ることとして、「暗い通りや見通しの利かない

暗い所が多く、子どもが犯罪にあわないか心配なこと」があげられています。 

今後も、子どもを犯罪の被害を守るため、家庭・学校・地域が協力して各種施策の推進

を図る必要があります。 

 
 

【子育てで困ることについて】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

地域の交通安全活動の充実・強
化

歩行者や自転車のための交通安
全施設（ガードレール、歩道橋等）
の整備

地域ぐるみのパトロールなど子ど
もを犯罪等から守るための取組
み

犯罪にあいそうになった時の対応
についての教育

不審者の侵入防止など、学校の
安全対策

通学路や子どもの遊び場（公園等）の
安全対策（防犯灯や防犯カメラの整備
による暗がりや死角の解消等）

公園の遊具の安全性の確保

その他

無回答 1.9（5件）

1.9（5件）

7.6（20
件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学児童
（有効回答数：264件）

35.2（93件）

43.9（116件）

55.7（147件）

27.7（73件）

22.7（60件）

73.9（195件）



 

 

67 

 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①子どもを犯罪等の被害から守るため、住民の自主防犯活動の促進を図るとともに、関

係機関との連携強化を図ります。 

②子どもが事故や犯罪の被害に遭わないようにするための交通安全教育や防犯講習を実

施します。 

 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

関係機関・団体と

の情報交換 

子どもを犯罪・事故等の被害から守

るため、学校関係者や警察等と綿密な

情報交換を実施しており、今後も情報

交換の充実に努めます。 

庶務課 

町防犯連絡

会議：年 1

回 

交通安全対

策協議会： 

年 1回 

継続 

パトロール活動の

推進 

防犯指導員・青少年指導員が、学校

付近や通学路等において PTA 等学校関

係者や防犯ボランティア等の関係機

関・団体と連携したパトロール活動を

推進しており、今後とも積極的な活動

に努めます。 

教育課 

庶務課 

各団体が年

間を通じて

防犯活動を

実施 

継続 

「こども 11O 番

のいえ」の充実 

子どもが危険を感じた時や、困った

ことが起きた時の緊急避難場所である

「こども 110 番のいえ」等の防犯ボラ

ンティア活動促進を支援しています。

 今後とも、緊急避難場所の確保に努

めます。 

教育課 

庶務課 
継続実施中 継続 

幼稚園、小学校、

中学校の安全管理

の推進 

幼児・児童・生徒が安心して教育を

受けることができるよう、家庭や地域

の関係機関・関係団体とも連携しなが

ら、安全管理に関する取り組みを進め

ています。 

教育課 

幼 稚 園 ・

小・中学校

への警備員

の配置 

継続 

安心メール配信 

町・県・警察等からの災害・犯罪（不

審者情報など）に関する緊急情報や、

防災防犯に関するお知らせ情報を登録

者にメールでお知らせし、安全・安心

なまちづくりに努めます。 

庶務課 新規 継続 

防犯ブザーの配布

小中学生を登下校時の犯罪・事故等

の被害から守るため、防犯ブザーを貸

与しており、今後も被害防止に努めま

す。 

教育課 

新入学 1年 

児童等 

115 個 

継続 

防犯の意識づくり

 警察及び防犯指導員や防犯関係団体

と連携し、防犯キャンペーン広報など

の啓発活動を展開していくことによ

り、今後とも、保護者や子どもたちの

防犯の意識づくりに努めます。 

庶務課 継続実施中 継続 
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事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

防犯講習の実施 
子どもが犯罪等に遭わないようにす

るための防犯講習の実施に努めます。
教育課 

学校安全防

災担当者連

絡会 

継続 

交通安全教育の推

進 

各期交通安全運動期間中、町交通安

全指導車での広報及び毎月 1日、15 日

の登校における小学校近辺で、交通指

導隊員が街頭立哨を行っています。ま

た、小学校では自転車の安全な乗り方

の指導、幼稚園では歩行訓練も行って

います。 

 今後とも、交通安全教育の推進に努

めます。 

庶務課 継続実施中 継続 
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（２）子どもの保護の推進 

 

［ 現状と課題 ］ 

犯罪やいじめ等の未然防止、被害を受けた子どもの精神的ダメージを軽減し、立ち直り

を支援するため、子どもに対するカウンセリング、保護者に対する助言等学校等の関係機

関と連携したきめ細かな相談体制の確立、支援を実施することが必要です。 

 
 
 
 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①被害を受けることの無いようにするための相談体制、情報の早期収集に努めるととも

に、立ち直りを支援するため、関係機関と連携し早期対応に努めます。 

 
 
 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

相談体制の整備 

被害の未然防止のための相談体制の

確立、また被害を受けた子どもの早期

発見と早期対応に努めるとともに、立

ち直りを支援するため、関係機関と連

携した早期の対応に努めます。 

健康福祉課

教育課 

教育相談担

当者研修会 
拡充 
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 ７ 要保護児童への対応などきめ細かな取り組みの推進 

 
（１）児童虐待防止対策の充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

親自身の精神的な問題や生活上のストレスなどの様々な要因が複雑に絡み合い、わが子

を虐待してしまう親の増加が大きな問題となっています。虐待は、子どもの人権を侵害し、

子どもの心身の成長や人格形成に重大な影響を及ぼすことになり、迅速かつ適切な対応が

求められています。 

本町では、要保護児童対策地域協議会を設置、また児童相談員を配置するなど児童の虐

待防止対策に努めてきました。 

アンケート調査結果をみると、子どもを虐待していると思っている親が約２割います。 

虐待を町民一人ひとりが自らの問題として関心を高め、家庭だけではなく、学校、行政

などが連携して情報の共有化を図るとともに、子どもを見守る地域でのネットワークづく

りが必要です。 

また、児童虐待の被害を受けた子どもの自立を支援するため、学校等の関係機関と連携

した、きめ細かな支援を図ることが必要です。 

 
 

【子どもを虐待していると思っているかについて】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ％

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

無回答 1.3（4件）

0.9（3件）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

就学前児童
（有効回答数：317件）

22.7（72件）

30.0（95件）

45.1（143件）
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［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①被害を受けた子どもの早期発見と早期対応に努めるとともに、安定した生活の継続を

支援するため、関係機関と連携し相談体制の充実に努めます。 

 
 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

要保護児童対策地

域協議会 

多くの関係機関の役割分担や連携

に関する調整を密にし、支援が適切に

実施されるよう、「要保護児童対策地

域協議会」を設置しています。各関係

機関の管理者レベルの代表者会議を

はじめ、実務者会議・ケース検討会議

を開き、問題の共有化・問題の原因追

求、支援の方向性などを検討し、支援

体制を充実させていきます。 

健康福祉課

代 表 者 会

議：1回 

実 務 者 会

議：1回 

ケース検討

会議：随時 

児童相談員

を非常勤で

雇用 

継続 

虐待の発生予防 

子育て支援センターや教育委員会、

民生委員児童委員、県児童相談所、県

家庭児童相談室等と連携して虐待の

早期発見・早期対応に努めています。

 また、子どもの人権の啓発を図ると

ともに、児童相談員や保健師による育

児不安等に対応する相談体制、育児支

援、家庭訪問事業を積極的に展開しま

す。 

健康福祉課 継続実施中 継続 
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（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

 

［ 現状と課題 ］ 

ひとり親家庭では、家事・育児の負担が大きく家庭でも様々な問題を抱えているほか、

特に母子家庭においては経済的な不安を抱えるケースが少なくありません。 

本町では、ひとり親家庭に対して、就業の支援や経済的支援など自立への支援を行って

きました。 

今後も、ひとり親家庭等の児童の健全な育成を図るため、きめ細かな福祉サービスの展

開と、子育てや生活支援策、養育費の確保及び経済的支援策について、地域の母子家庭の

現状を把握しつつ、総合的な対策を適切に実施していくことが必要です。 

 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①母子家庭等の児童の健全な育成を図るために、きめ細かな福祉サービスの展開と自

立・就業の支援を主眼に、子育てや生活支援、経済的支援等、総合的な対策の推進に

努めます。 

 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

ひとり親家庭の自

立、就業支援 

現在、行っている制度は、児童扶養

手当・ひとり親医療制度等があり、さ

らに自立支援を推進します。 

健康福祉課
現況届時に

相談受付 
継続 

ひとリ親家庭への

相談対応の推進 

ひとり親家庭における児童の健全

な育成を支援するため、民生委員児童

委員、主任児童委員及び県の母子相談

員（県）との連携を密にして生活指導

や相談対応を実施しています。 

今後とも、県の指針に基づき、指導、

相談の充実に努めます。 

健康福祉課 継続実施中 継続 

児童扶養手当の支

給 

離婚などにより、ひとり親により児

童を養育している家庭等の生活の安

定と自立を支援し、児童の福祉増進を

図ることを目的として手当を支給し

ています。所得制限があります。 

 国、県の指針に基づき、手当を支給

します。平成 21 年度までは対象が母

子家庭だけでしたが、22 年度からは父

子家庭も対象になります。 

健康福祉課

対象者（母

子家庭） 

   77 人 

継続 

母子・寡婦福祉資

金の貸付 

母子家庭及び寡婦の経済的自立の

助長を促進するため、低利の各種生活

資金の貸付を実施しています。 

 今後とも、国、県の指針に基づき、

資金の貸付を実施します。 

健康福祉課

神奈川県保

健福祉事務

所にて受付 

継続 



 

 

73 

 
 
（３）障害児施策の充実 

 

［ 現状と課題 ］ 

障害や発達に遅れのある子どもの自立や社会参加に向け、乳幼児期から社会人への移行

期まで、一人ひとりの多様なニーズに応じた一貫した相談支援体制の充実が求められてい

ます。 

本町では、療育体制の充実や各種手当事業等を行い、障害児施策の充実を図ってきまし

た。 

アンケート調査結果をみると、日常の子育てを楽しく、安心して行うために必要なサー

ビスとして、「子どもの病気や障害についての相談」があがっています。 

原因となる疾病・事故の予防、早期発見・治療の強化を図るため、妊婦及び乳幼児に対

する健康診査や学校における健康診断等を推進することが必要です。 

また、健全な発達を支援し、地域で安心して生活ができるよう、各種施策の円滑な連携

により、教育支援体制の整備、一貫した総合的な取り組みを推進することが必要です。 

 

［ 施 策 の 方 向 性 ］ 

①障害のある児童生徒の地域社会における「完全参加と平等」を進めていくため、ノー

マライゼーションの理念のもと、療育体制の強化やその親を支援する体制の強化に努

めます。 

 

［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

療育体制の充実 

障害を早期に発見して療育を進める

ことや、障害の軽減を図るために、乳

幼児健診及び訪問指導など母子保健の

充実、保健師など専門職員による療育

相談、親子教室及び地域訓練会などの

指導の充実を図ります。 

 また、児童相談所や保健所、知的障

害児通園施設、教育等関係機関との連

携の強化を図り、障害のある人が身近

な地域で、いつでも相談が受けられ、

自立支援できる体制の整備強化に努め

ます。 

健康福祉課

教育課 
継続実施中 継続 

障害児居宅支援事

業の推進 

障害福祉サービスにおける居宅支援

サービス（ホームヘルプサービス、デ

イサービス、ショートステイ）など、

身近な地域における各種社会資源を有

効に活用し、今後とも、障害児居宅支

援事業の推進に努めます。 

健康福祉課
短期入所 

  1 名 
継続 
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［ 具 体 事 業 一 覧 ］ 
 

事業名 事業内容 所管課 
現状 

（21 年度見込み） 

平成 26 年度

目標 

療育体制の充実 

障害を早期に発見して療育を進める

ことや、障害の軽減を図るために、乳

幼児健診及び訪問指導など母子保健の

充実、保健師など専門職員による療育

相談、親子教室及び地域訓練会などの

指導の充実を図ります。 

 また、児童相談所や保健所、知的障

害児通園施設、教育等関係機関との連

携の強化を図り、障害のある人が身近

な地域で、いつでも相談が受けられ、

自立支援できる体制の整備強化に努め

ます。 

健康福祉課

教育課 
継続実施中 継続 

特別児童扶養手当

の支給 

政令で定める重度若しくは中度の障

害の状態にある20歳未満の児童を監護

又は養育している方を対象に、特別児

童扶養手当を支給しています。今後と

も、国の指針に基づく特別児童扶養手

当により支援していきます。 

健康福祉課 受給者 14 名 継続 

障害児福祉手当の

支給 

日常生活において常時介護を必要と

する在宅重度障害児（20 歳未満）の方

に支給されます。対象者は手当認定基

準に定められている障害の範囲程度が

1つ以上あるか、それと同程度以上の状

態である方へ、障害児福祉手当が支給

されています。 

今後とも、国、県の指針に基づき、

障害児福祉手当が支給できるよう支援

していきます。 

健康福祉課

（県事業）
受給者 4名 継続 

身体障害児補装具

給付事業の実施 

身体に障害のある児童に対し、日常

生活動作を支援するため、補装具費の

一部を助成することにより、将来、社

会人として独立自活するための素地を

育成・助長します。今後とも、国、県

の指針に基づくとともに、身体障害児

の状況を踏まえながら、必要な補装具

の給付に努めます。 

健康福祉課 4件 継続 

支援教育の推進 

障害のあるなしにかかわらず、全て

の子どもたちのニーズに対応できるよ

うに支援教育を推進していくととも

に、校内の教育相談・支援教育の推進

に努めます。 

教育課 継続実施中 継続 

重度障害児日常生

活用具給付事業の

実施 

在宅の重度障害児に対し自立生活支

援用具等の日常生活用具費の一部を助

成することにより、生活の便宜を図り、

その福祉の増進を図ります。 

この事業は地域生活支援事業（市町村

事業）に位置づけられているため、重

度障害児の状況を踏まえるなど、地域

の実情に応じて、必要な日常生活用具

の給付に努めます。 

健康福祉課 6件 継続 
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 ８ 特定事業の目標設定 
 

後期計画では、国が指定する特定１４事業について目標数値を各自治体で設定すること

が決められています。これらの各事業について、具体的な目標事業量を以下のように設定

します。 

 

目標（平成 26 年度）  
事業名  

現状  

（平成 21 年度実

績見込み）  定員  設置箇所  

通常保育事業     58 人 50 人 １箇所 

延長保育事業 
    48 人 

    １箇所 
48 人 １箇所 

放課後児童健全育成事業 
    47 人 

    ２箇所 
53 人 ２箇所 

地域子育て支援拠点事業 

センター型 
    １箇所 － １箇所 

ファミリー・サポート・セン

ター事業 
    １箇所 － １箇所 

 
 なお、国が指定している特定事業のうち、下記の９事業については現時点でのニーズ量 

が少ないため事業量を設定していませんが、社会情勢の変化や町民ニーズにより、今後検

討していきます。 

 

 ・夜間保育事業 

  ・ショートステイ事業 

  ・休日保育事業 

  ・一時預かり事業（病後児保育：施設型） 

  ・一時預かり事業（病後児保育：派遣型） 

  ・トワイライトステイ事業 

  ・一時保育事業 

  ・特定保育事業 

  ・つどいの広場事業  
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第５章 計画の推進に向けて 
 

 １ 推進体制の充実・強化 

 

後期計画は、幅広い分野にわたる施策を総合的かつ効果的に推進する必要があるため、

関係部局間の有機的な連携や緊密な調整を行い、全庁的な取り組みの充実を図ります。 

また、後期計画を総合的かつ効果的に推進するため、「松田町次世代育成支援対策地域協

議会」による、行政との情報交換及び情報共有を行い、後期計画の推進体制を強化します。 

なお、後期計画に掲げる取り組みについては、町が単独で実施できるもののほかに、制

度や法律に基づく事業もあるため、国、県との連携を深め、必要に応じて協力の要請を行

い、後期計画の推進を図ります。 
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 ２ 町民や地域との協働のまちづくり 

 

計画の推進にあたって、行政の関係部局間の相互連携はもとより、家庭、学校、地域、

企業などがそれぞれの役割を担いながら連携を図り、推進していく体制づくりに努めると

ともに、次代を担う子どもの意見等を反映したものとするため、子どもの参画機会を増や

すとともに、子どもの参加意欲を高め、幅広い分野にわたる子育て支援施策について、総

合的な施策の展開に努めます。 

また、多様化する町民ニーズにきめ細かく対応していくために、行政サービスにとどま

らず、社会福祉協議会をはじめとする地域の団体、ボランティア、ＮＰＯなどの各種団体

との関わりが重要となることから、役割分担により協働していく社会づくりに努めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すべての家庭（子ども・親）

地 域 

企 業 
行 政 

社会福祉協議会、町内会、関係団体、 
ボランティア、ＮＰＯ 

民生委員・主任児童委員など 

町役場、保育所、幼稚園、学校、 
子育て支援センターなど 

 

連携・協力 

家 庭 

連携・協力 

連携・協力 

連携・協力 
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 ３ 計画の進行管理 

 

計画の適切な進行管理を進めるために、施策の進捗状況について把握するとともに、「松

田町次世代育成支援対策地域協議会」では、各種施策の推進や新たな課題への対応などに

向けて意見を聞き、今後の施策運営に役立てていきます。 

また、次代を担う子ども自身の意見を聞けるような取り組みを構築し、行動計画の各施

策に反映できるよう仕組みづくりを検討していきます。 

さらに、町民ニーズへの的確な対応、社会情勢や国の動向の変化に適確かつ柔軟に対応

するためにも、この計画の進行管理は、「ＰＤＣＡサイクル」による「継続的改善」の考え

方を基本とします。 

 
このサイクルは、個々の事業ごとにＰ→Ｄ→

Ｃ→Ａと回り、再度、見直し後のＰにもどり、

具体的事業の改善点を把握し、新たなサイクル

を回していくことにより、事業の継続的な改善

を図る（充実させる）ことを年度ごとに繰り返

していきます。 

 
 
 
 
                   Ｐ＝ＰＬＡＮ（プラン：この計画の具体的な事業など） 
                   Ｄ＝ＤＯ（ドゥ：実行） 
                   Ｃ＝ＣＨＥＣＫ（チェック：点検・評価） 
                   Ａ＝ＡＣＴＩＯＮ（アクション：見直し） 
 
 
                   評価として活用できる項目（例） 

                   ・ 行政サービス提供に関する評価 
                   ・ 計画推進のプロセスに関する評価 
                   ・ 計画の達成成果に関する評価 

 

ＰＬＡＮ 

ＤＯ

ＣＨＥＣＫ 

ＡＣＴＩＯＮ
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参考資料 
 

 １ 松田町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱 

 

 （設置） 
第１条 次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第２１条の規定に

より、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について

協議するため、松田町次世代育成支援対策地域協議会（以下「協議会」という。）

を設置する。 
 （組織等） 
第２条 協議会は、委員１０人以内をもって組織し、当該構成員は、次に掲げる者の

うちから町長が決定する。 
 (1) 神奈川県足柄上保健福祉事務所 

(2) 足柄上医師会 
 (3) 民生委員児童委員協議会 
 (4) 保育事業者 
 (5) 社会福祉協議会 
 (6) 子育て支援団体 
 (7) 教育関係者 
 (8) 子育て支援センター 
２ 前項に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 
 （任期） 
第３条 構成員の任期は２年とする。ただし、構成員が欠けた場合における後任者 
の任期は前任者の残任期間とし、増員により決定した構成員の任期は、現任者の 
残任期間とする。 

２ 構成員は、再任されることができる。 
 （会長及び副会長） 
第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、構成員の互選により定める。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その

職務を代理する。 
４ 会長及び副会長の任期は、構成員の任期による。 
 （会議） 
第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 
 （関係者の出席） 
第６条 協議会は、必要があると認められるときは、議事に関係のある者に出席を求
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め、又は資料の提供を求めることができる。 
 （秘密の保持） 
第７条 構成員及び会議に出席した者は、職務上又は職務に関して知ることができた

秘密を他に漏らしてはならない。 
 （庶務） 
第８条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 
   附 則 
 この要綱は、平成２１年２月９日から施行する。 
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 ２ 松田町次世代育成支援対策地域協議会委員名簿 

 
  ◎委員長 ○副委員長  （敬称略：順不同）

  所   属   等 氏   名 

 ◎ 中 村 郁 代 

 H21．8．20 ～ H21．12．21 

 ◎ 安 藤 文 一 
１  松田町教育委員会  教育委員長 

 H22．1．28 ～ H23．8．19 

２  松田町民生委員児童員協議会  主任児童委員  ○ 内 藤 惠 子 

３  神奈川県足柄上保健福祉事務所  保健福祉課長    福 田 順 一 

４  足柄上医師会  小児科医院長    田 村 秀 一 

５  保育事業者  立花愛児園長    山 口 眞 澄 

６  松田町社会福祉協議会  事務局長    山 崎 正 晴 

７  子育て支援団体 
 保育サークル 

ひまわり 代表 
   横 山 ミサヲ 

８  松田町子育て支援センター  アドバイザー    江 藤 明 美 
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 ３ 計画策定まで 

 
平成２１年３月  アンケート実施：０歳児から小学校３年生までの全保護者を対象 
 
     ６月  アンケート分析 
 
     ８月  松田町次世代育成支援対策地域協議会発足 
 
     ８月  第１回協議会開催 

          ①委嘱状交付 

          ②次世代育成支援行動計画後期計画について 

          ③アンケート結果について 
 
    １０月  庁内関係課調査 

          ・次世代育成支援行動計画前期計画の実施状況及び後期計画におけ 

           る方向性について 
 
    １０月  第２回協議会開催 

          ①次世代育成支援行動計画前期計画にみる現状と課題について 

          ②次世代育成支援行動計画後期計画での見直し・拡充・新規事業に 

           ついて 
 
    １２月  庁内関係課調査 

          ・次世代育成支援行動計画後期計画の事業内容について 
 
平成２２年１月  第３回協議会開催 

          ①次世代育成支援行動計画計画書案について 
 
     ３月  第４回協議会開催 

          ①次世代育成支援行動計画計画書最終案について 
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 ４ 子育て支援に関する制度 

 

子どもの健全な育成のために 

制 度 名 内   容 

妊産婦健康診査補助  町内に住所がある妊婦を対象に、妊婦健康診査費用を補助する。 

 ・医療機関専用（１回目）券 10,000 円 

 ・2 回目～14 回目券     5,000 円 

出産育児一時金  国民健康保険に加入している方が出産したときに受けられる。 

子ども手当 

（児童手当） 

 児童手当に代わる制度として平成 22 年４月からスタート。 

 15 歳到達後の最初の 4 月 1 日の前日までの子どもの保護者に、月額

13,000 円支給。（平成 23 年度からは 26,000 円の見込） 

 児童手当には所得制限があったが、子ども手当にはない。 

就園料補助 

 

 町内に在住し、保育園または幼稚園に在園している児童の保護者で、

以下のいずれかの要件に該当する場合に支給する。 

・児童扶養手当受給資格に準ずる方で、ひとり親家族の父または母 

・児童扶養手当受給資格に準ずる方で、就園児童を養育する扶養義務者

・前年度分町民税非課税世帯 

・生活保護世帯 

小児医療費助成制度 

 

 中学校就学前の子どもについては、所得制限が無く、入院通院ともに

健康保険の自己負担分を助成する。中学校就学から卒業までの子どもに

ついては、入院した場合のみかかった費用の自己負担の一部を助成する。

 医療機関にかかるときは、受付に保険証と役場で発行する「医療証」

を一緒に提出する。 

チャイルドシート 

購入補助 

 

 ６歳未満の子どもを養育している家庭でチャイルドシート（ジュニア

シート）を購入したときに、購入価格の２分の１で 5,000 円を限度に

補助する。ただし新品に限る。 

 支給は子どもひとりにつき１回。 

 申請には、購入時の領収書と製品の取扱説明書が必要。購入後、１年

以内に申請すること。 

学童保育 

 

 放課後帰宅しても保護者の就労等により保育が受けられない留守家庭

の児童を安全に保護する。対象児童は町内の小学校に在学する 4 年生ま

で。 

 月額基本保育料は 6,000 円だが減免あり。その他おやつ代及び延長

料金あり。保育時間は延長時間も含め午後７時まで。夏休みなど 
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ひとり親家庭のお子さんのために 

児童扶養手当 

 

 両親の離婚、父または母の死亡などによって生計を父または母と同じ

くしていない１８歳未満の児童について手当を支給する。所得制限あ

り。 

ひとり親家庭等の医療

費助成 

 母子父子家庭の母、父等と児童（１８歳になった日以降の最初の３月

３１日まで）が、病院等で受診したときに支払うべき健康保険の自己負

担分を助成する。所得制限あり。 

 

就学・進学のために 

就学援助  経済的な理由により就学が困難な小学校・中学校の児童・生徒に、学

用品、給食費、修学旅行費などを援助する。 

育英奨学金 

 

 

 次のすべての条件を満たす場合、奨学金を貸し付ける。 

  ・県内の高等学校に在学中、または入学を許可された方 

  ・町内に居住していること 

  ・優良な生徒で経済的に就学困難な方 

 ○貸付額（無利子） 

  ・入学金 200,000 円以内 

  ・授業料 公立 月額 3,000 円 

       私立 月額 7,000 円 

 ○貸付期間 高等学校課程の就学期間 

 

障害のあるお子さんのために 

療育手帳  知的障害児者が一貫した療育、援護を受け、手帳を所持することで身

体障害者手帳と同じように、様々なサービスや優遇措置やを受けること

ができる。 

在宅重度障害者手当  基準日（支給年度の８月１日）時点で、次の障害要件の①または②に

あてはまる方で、在住・在宅・年齢・所得要件を満たす方。 

① 次の３つのうち２つ以上にあてはまる方 

・身体障害者手帳１級または２級 

・療育手帳Ａ１またはＡ２の判定を受けた方 

・精神障害者保健福祉手帳１級 

② 特別障害者手当または障害児手当を受給している方 

障害児福祉手当  障害年金等、一定の年金を受給していない、常時介護を必要とする

20 歳未満の在宅重度障害児に支給する。所得制限あり。 
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児童扶養手当 ①父母の離婚により、父と同一生計でない母が一定の障害のある 20 歳

未満の児童と生活している場合に支給する。 

②父に重度の障害があり、母が 20 歳未満の障害児と生活している場合

に支給する。 

①②とも所得制限あり。 

特別扶養児童手当  知的または身体障害の状態にある子どもを監護している父または母

もしくは父母に代わってその子どもを養育している人が、子どもが２０

歳になるまでの間手当を受けられる。ただし、次のいずれかに該当する

場合を除く。 

①子どもが児童福祉施設等に入所している。 

②子どもが障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けている。 

所得制限あり。 

自立支援給付制度 介護を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓

練等給付」、通院医療・更生医療・育成医療を統合した「自立支援医療」、

身体機能を補完・代替する補装具を購入する費用を支給する「補装具制

度」がある。 

サービスを利用する当事者の能力や状況に応じた個別の支援を行う。

障害程度区分の認定調査を行い、介護給付費審査会で決定する。（児童

は障害程度区分の決定は不要） 

 費用は、原則１割自己負担（サービスにより上限額が異なるほか軽減

措置あり。） 

短期入所  施設で短期間、在宅の障害児（者）の介護を行うことにより、障害児

（者）及びその家族の地域生活を支援する。 

児童デイサービス  障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応

訓練等を行う。 

障害児地域訓練会 ことばの発達が気になる、視線が合いにくい、子ども同士で遊べないな

どの不安がある児童とその家族を対象としている。保護者と一緒に参加

し、基本的生活習慣を身につけ、集団生活に適用できるよう個々に応じ

た発達の助言、支援を行う。「ひまわり訓練会」という事業名で、足柄

上郡５町の共同実施をしている。 

重度障害者医療費の助

成 

 重度障害児者が医療機関で保険診療を受ける場合、保険対象の自己負

担部分について助成をする。 

 



参考資料  
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 ５ 松田町の主な子育て関連施設 

 
 
 

松 田 中 学 校  

立花愛児園 

立花学園高等学校 
健康福祉センター 

第一幼稚園 

第二幼稚園 

子どもの館 

寄幼稚園 寄小学校（学童保育室）
中学校 

子育て支援センター 
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ松田 
松田町役場 

松田小学校 
（学童保育室）

町民文化センター（図書館）



 

松田町次世代育成支援行動計画（後期計画）
 

平成２２年３月 
 
 

発 行  松田町 
 

 〒258-8585 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 2037 
 TEL  0465-83-1226   FAX  0465-83-1229 


	松田計画書_表紙
	松田町計画書_本文
	1/91
	2/91
	3/91
	4/91
	5/91
	6/91
	7/91
	8/91
	9/91
	10/91
	11/91
	12/91
	13/91
	14/91
	15/91
	16/91
	17/91
	18/91
	19/91
	20/91
	21/91
	22/91
	23/91
	24/91
	25/91
	26/91
	27/91
	28/91
	29/91
	30/91
	31/91
	32/91
	33/91
	34/91
	35/91
	36/91
	37/91
	38/91
	39/91
	40/91
	41/91
	42/91
	43/91
	44/91
	45/91
	46/91
	47/91
	48/91
	49/91
	50/91
	51/91
	52/91
	53/91
	54/91
	55/91
	56/91
	57/91
	58/91
	59/91
	60/91
	61/91
	62/91
	63/91
	64/91
	65/91
	66/91
	67/91
	68/91
	69/91
	70/91
	71/91
	72/91
	73/91
	74/91
	75/91
	76/91
	77/91
	78/91
	79/91
	80/91
	81/91
	82/91
	83/91
	84/91
	85/91
	86/91
	87/91
	88/91
	89/91
	90/91
	91/91


